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3. 5G総合実証試験の概要

4. ［5G利活用の参考例(時間が許せば)]



5GMFについて
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Ø 設立 : 2014年9月30日 (ARIB 2020 and Beyond AdHoc を継承) 
Ø 目的 : ・産官学連携による革新的な研究開発の推進

・国際標準化の支援、国際連携の推進
・日本における５Ｇ実証試験との連携と支援

Ø 会員数 : 166 （ 特別会員：3， 個人会員：18， 一般会員：137， 地域会員：8 ）（2020年1月29日現在)

5GMFの概要

5GMFの体制

【2019度総会にて規約改定】

u運営連絡会の設置

委員長(代理)による各委員会横断的な討議

uセキュリティ調査研究委員会の新設

5Gを活用した安心安全なサービスに必要な
セキュリティに関する調査研究

u地域利用推進委員会の新設

通信ニーズの一層の多様化を受け、地域の
個別ニーズに応えるローカル５Ｇの利用促進

u地域会員制度の新設

地域利用推進委員会の新設に伴い、地方自治
体関係者の幅広い参加促進のため、地方自治
体とその関連団体を対象とした会員制度

構成員：72

https://5gmf.jp/

https://5gmf.jp/
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5GMFの主な活動
n 委員会活動
Ø 毎年50回を超える委員会活動を実施
Ø 技術資料や白書の公開 https://5gmf.jp/whitepaper/

Ø 5G実証試験との連携と支援、報告書の公開
Ø 地域利用推進委員会、セキュリティ調査研究委員会の運営
Ø ワークショップ、講演会などの企画、運営
Ø 5GMF総会・顧問会議の開催

n 対外活動
Ø 総務省、ITU-R WP5D、3GPP他との連携
Ø 国内外の5G関連団体と連携： MoU/MoC/LoI締結、調査、会合
Ø アジアキャラバンの実施
Ø Webサイトにおいて、5G関連情報の発信 https://5gmf.jp/

n イベント・講演会
Ø CEATEC 5Gワークショップ： 毎年10月に開催
Ø Global 5G Event： 年2回開催、各国5G推進団体で回り持ち
Ø 5G総合実証試験の報告会開催： 中間報告会、最終報告会
Ø 国内外の5G関連学会、会合、展示会に参画

5G国際シンポジウム2019 （1/29 東京国際交流館）

第7回グローバル5Gイベント （6/17 バレンシア）

https://5gmf.jp/whitepaper/
https://5gmf.jp/
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5GMFの主な海外連携

+
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n 5GMF白書(White Paper)
Ø白書(White Paper)v1.0 2016年6月公開
Ø白書(White Paper)v1.1 2017年9月公開

n 5G-TPGは、「5Gシステム総合実証試験報告書
-5G活用プロジェクト企画編- v1.0(日本語版)」
Ø 2017年3月公開、英語版2017年9月公開

n The First Report on 5G System Trials in Japan 2018
Ø 2017年度の5G総合実証試験の進捗と成果をまとめたブックレット
Ø 2018年3月初版、2018年4月改訂

n The Second Report on 5G System Trials in Japan 2019
Ø 2018年度の5G総合実証試験の進捗と成果をまとめたブックレット
Ø 2019年6月発行

白書・報告書の公開

https://5gmf.jp/whitepaper/

http://5gmf.jp/whitepaper/


Copyright © 2020 The Fifth Generation Mobile Communications Promotion Forum7

５ＧＭＦ地域利用推進委員会の概要

５Ｇ時代における通信ニーズのより一層の多様化を受け、携帯電話事業者が提供する全国系サービスに加え、地域の個別ニーズに応える
５Ｇを活用したシステム（ローカル５Ｇ）の利用促進を図る。

委員会の設置目的

① ローカル５Ｇ等の地域利用に関する地方展開及び産業利用の推進のため、地域利用の導入支援
② 地域の産官学等の連携を支援し、地域課題に取組む活動の育成に関する支援
③ 海外展開等の発展の支援を図るため、国際機関・海外団体との連携、並びに国内外への情報発信

主な活動項目

構成及び運営（案）

地域利用支援WG

企画WG

委員長：三瓶政一（大阪大学）
委員長代理：三友仁志（早稲田大学）/神田隆史（富士通）

地域利用推進委員会

主査：神田隆史（富士通）
副主査：浜本雅樹（NTTドコモ）

主査：長谷川史樹（三菱電機）
副主査：黒澤葉子（KDDI)

活動の企画（ロードマップ等）・実施
ローカル５Ｇ導入（事業化）ガイドライン等の作成
地方推進体制の検討

５Ｇ導入支援（導入支援ガイドブック等の作成）
支援窓口等の検討

【年４回（３ヶ月毎）程度】

【適時（隔月程度）】

【適時（隔月程度）】

地域会員の参加機会の確保
［電子会議（電話会議/Web会議等）の活用］

【主な活動内容】
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５ＧＭＦ地域委 活動スケジュール（概要）
2019 2020

8 9 10 11 12 1 2 3

ローカル５Ｇ
（総務省）

地域利用推進委員会

地域委
・企画WG
・地域利用支援WG

５ＧＭＦ

【28.2-28.3GHz】
（免許申請受付）制度化

△
(12/24) 4.5G帯

28G帯
]（2020/12頃

制度化予定)[
準備会合

▲

第１回
委員会

▲
・設置要項・活動計画
・WGの設置
・委員長代理/WG主査・副主査指名

第2回委員会
▲(12/19)

ローカル5G免許申請
支援マニュアル(1.0版)

12/24公開

第3回委員会
△(3/24)

ＷＧ(合同・個別）を継続的に開催

第１回
合同WG

▲(10/18)

WGﾒﾝﾊﾞｰ募集

・WG活動計画

運営連絡会
▲

運営連絡会
△(1/9)

運営連絡会
△・・・・・△

CEATEC
▲

ローカル５G導入支援
ガイドブック(初版)

(企画WG) (支援WG)

地域会員募集
委員募集

5G国際シンポジウム
△(2/19-20)

(9/17)

(10/9)

(10/15-18)

第2回
合同WG
▲(12/4)
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ローカル５G免許申請支援マニュアル

Ø 第2回地域利用推進委員会（12月19日開催）で審議・承認
Ø 総務省のローカル5G制度化・免許申請受付開始(12月24日)と同時に公開

【記載項目（目次）】

https://5gmf.jp/case/20191224175957/

https://5gmf.jp/case/20191224175957/

1

ローカル５Ｇ免許申請支援マニュアル
1.0版

2019年12月24日

第5世代モバイル推進フォーラム

地域利用推進委員会
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第１章　本マニュアルの位置づけ
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本マニュアルの位置づけ

ローカル5Gは、携帯電話事業者による全国向けの第5世代移動通信システムとは別に、地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物や敷地内でスポット的に柔軟にネットワークを構築し、利用可能とする無線システムです。

2019年12月の電波法関連法令の制度改正により、28GHz帯の一部の帯域（28.2-28.3GHz）においてローカル5Gの利用が可能になりました。

5GMF本マニュアルは、ローカル5Gを構築しようとする方々の助けとなるよう、無線局免許申請に際しての具体的な手続きについての手引きとなるよう作成するものです。
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第２章　ローカル5Gについて
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２－１　ローカル5Gの概要

ローカル5Gとは

ローカル5Gは、携帯電話事業者による全国向けの第5世代移動通信システムとは別に、地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物や敷地内でスポット的に柔軟にネットワークを構築し、利用可能とする無線システムです。

ローカル5Gが利用する周波数帯

ローカル5Gは、4.6-4.8GHz及び28.2-29.1GHzの周波数を利用することを想定しておりますが、他システムとの周波数共用条件が検討済である28.2-28.3GHzについて、先行して本年12月に制度整備が行われました。

【4.5GHz帯】

4500

4600

4800

 NTTドコモ

100MHz ↑↓



ローカル5G①

※公共業務用システムと要調整



27.4

27.8

ソフトバンク 

400MHz ↑↓

28.3

29.1

29.5

28.2

KDDI/沖縄セルラー

400MHz ↑↓

 NTTドコモ 

400MHz ↑↓

 楽天モバイル

 400MHz ↑↓

27.0

【28GHz帯等】

ローカル5G②

100MHz ↑↓

※衛星通信事業者と要調整

出典：総務省作成資料

図２－１　ローカル5Gの使用周波数帯域
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２－１　ローカル5Gの概要



図２－２　ローカル5Gの概要

3.   ローカル5Gの特徴

ローカル5Gは、以下のような特徴があります。

■　携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築することが可能。

■　使用用途に応じて、必要となる性能を柔軟に設定することが可能。

■　他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

■　Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

出典：総務省作成資料
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２－１　ローカル5Gの概要

4.   ローカル5Gのネットワーク構成

ローカル5Gは、導入当初は、制御信号を扱う4Ｇのインフラを基盤として動作する技術仕様となっております。そのため、ローカル5Gの構築に当たっては、ローカル5Gの基地局／移動局の構築に加えて、地域広帯域移動無線アクセスシステムの帯域を使用した4Ｇの通信システム（自営等ＢＷＡ）を自ら構築するか、携帯電話事業者または地域ＢＷＡ事業者の4Ｇネットワークを使用するかのいずれかが必要です。このような、制御信号を扱う4Gネットワークを「アンカー」と定義しています。

5.   無線局の開設

ローカル5Gは、当面「自己の建物内」または「自己の土地内」での利用を基本としています。他者の建物または土地等での利用は、当分の間、一定の条件の範囲で、固定通信の利用に限定されています。
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２－１　ローカル5Gの概要

また、ローカル5Gを導入する場合、無線局の免許の申請が必要です。免許の主体は、次のとおりとなっています。

■　建物や土地の所有者

■　建物や土地の所有者から依頼を受けた者

（携帯事業者等※によるローカル5Gの免許取得は不可）

※携帯電話サービス用及び広帯域無線アクセス用の周波数帯域（2575-2595GHzを除く）を使用する事業者

6.   自己土地利用について

ローカル5Gは、自己の建物内または自己の土地内で、建物または土地の所有者等が自ら構築することを基本としています。所有者等には、賃借権や借地権等を有し、当該建物または土地を利用している方を含みます。また、この所有者等からシステム構築を依頼された方も、依頼を受けた範囲内で免許取得が可能です。このような利用形態を「自己土地利用」と定義しています。
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２－１　ローカル5Gの概要

7.   他者土地利用について

他者の建物または土地等での利用については、固定通信（原則として、無線局を移動させずに利用する形態。）の利用のみに限定されています。このような利用形態を「他者土地利用」と定義しています。

8.   自己土地利用と他者土地利用の関係

電波法上、自己土地利用は、他者土地利用より優先されます。そのため、他者土地利用は、自己土地利用が存在していない場所に限って導入が可能です。

また、他者土地利用のローカル5G無線局の免許を取得した後に、自己土地利用の免許申請がなされた場合には、他者土地利用側が、自己土地利用のローカル5G無線局に混信を与えないように、アンテナの位置や方向の調整等を行うことが必要となっています。
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２－１　ローカル5Gの概要

9.   自営等ＢＷＡについて　

アンカーとして自営等ＢＷＡを活用する場合には、自営等ＢＷＡの無線局の免許申請が必要です。なお、自営等ＢＷＡは、地域ＢＷＡと同一の周波数を利用するため、原則として、地域ＢＷＡのサービスが行われていない、もしくは、当面行われる予定がない場所において利用が可能です。
※　同一免許人が、ローカル５Gと自営等BWAを同じ場所で開設する場合、１免許で取得可能となります。



10.   電波の干渉調整について

ローカル5Gは、同一周波数を他のローカル5Gと共用したり、隣接する周波数帯において、携帯電話事業者がサービスを行っているため、それらの無線局との間で有害な混信が発生しないよう干渉調整を行うことが必要です。必要な干渉調整は、図２－３のとおりです。
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２－１　ローカル5Gの概要



ローカル5G

基　地　局

自営等BWA

基　地　局

携帯電話

事業者

原則として携帯電話事業者のネットワークとの同期が必要

全国BWA事業者のネットワークとの同期及び混信回避について調整が必要

他者のローカル5G

基　地　局

他者の自営等BWA

基　地　局

地 域 B W A

基　地　局

必要に応じて

干渉調整を実施

全国BWA

事業者

開設しようとする

ローカル5G設備

アンカー※

図２－３　ローカル5Gの無線局の開設に当たり必要な干渉調整

※アンカーとして自営等BWA以外（携帯電話事業者、地域ＢＷＡ事業者）を利用される場合の取扱については、設備構築を依頼するベンダー等にお問い合わせください。



必要に応じて

干渉調整を実施

必要に応じて

干渉調整を実施

（参考）茨城県常陸大宮市、神奈川県横浜市、山口県山口市に設置されている

　　　　　衛星地球局から半径約6kmの範囲では、干渉を受ける可能性があります。
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２－２　システム概要

導入当初のローカル5Gの構築に当たっては、5Gの無線局に加えて、4Gの基地局、コアネットワークを構築する必要があります（NSA※1構成）。

来年以降には、5Gの基地局、コアネットワークのみで動作するネットワーク構成が可能となる見込みです（SA※2構成）。



ローカル5G事業者等が、局所的な4Gの基地局、コアネットワークを自前で運用する仕組み（自営等BWA）を合わせて整備することが必要です。

既存の全国MNOや地域BWA事業者から4Gの基地局やコアネットワークを借り受けることも可能です。

４Ｇ

基地局

端末

図２－４　ローカル5Gのシステム構成

※1　NSA : Non Stand Alone

※2  ＳＡ  : Stand Alone

出典：総務省作成資料
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２－３　利用例



出典：総務省作成資料

図２－５　ローカル5Gの利用例（利用イメージ）
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２－4　参考) ローカル5G用の周波数に関する検討の経緯

		年月日		事　　　　　　項

		2018年
 11月 2日		総務省は、第５世代移動通信システムの導入のため、周波数の割当てに関する開設指針案を作成・公表。その中で、4.5GHz帯及び28GHz帯において、自営用等で利用できる割当枠について検討する旨が盛り込まれた。

		 12月 3日		ローカル5Gの技術的条件等について、比較的合意形成が得られやすいと想定される28GHz帯の100MHz帯幅について、情報通信審議会情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会において審議を開始。

		 12月14日		電波監理審議会は、11月2日公表の開設指針について、適当とする旨答申。

		2019年
  4月18日　		情報通信審議会情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会がローカル5Gの技術的条件等について委員会報告(案)を取りまとめ公表・意見募集。

		  6月18日		情報通信審議会から技術的条件について一部答申

		  9月27日		総務省は、導入のための電波法関係省令及びガイドライン案を公表・意見募集。

		 11月18日		電波法関係省令について、電波監理審議会への諮問・答申。

		 12月17日		ローカル5G導入に関するガイドライン案に係る意見募集の結果及び策定したガイドラインの公表。
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第３章　サービス/事業内容の検討について

16









 ３－１　ローカル５Gの利用モデル

利用モデルは大別すると以下の通り

自社事業の生産性向上や高度化に利用

（工場でのIoT活用による生産性向上、各種センサー利用による農業などの効率化、スタジアムでの付加価値サービスの提供など）

安心安全のための情報収集と発信、ならびに人に代わる機能（ロボットや自動運転車など）とローカル5Gを用いた統合サービスの提供による、効率的で高機能な住民サービスの提供

ローカル５Gによる無線インターネットアクセス回線サービス（FWA）の提供

ローカル５Gの利用目的

企業向け

サービス提供

利用モデル

自治体向け

サービス提供

コンシューマー向けサービス提供
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３－２　ローカル５G制度の枠組み（法令と手続きなど）

ローカル５Gを利用するためには、「電波法」および「電気通信事業法」が定める事項を満たすことが必要。具体的には以下の項目に対応することが必要です。

電波法関連



※　本法がローカル５G導入に関して求める事項



提供範囲において「自己土地利用」と「他者土地利用」の形態があります。それぞれの制約条件に基づいた利用が求められる（本書にて後述）



アンカーの構築が必要（自営等BWAを自ら構築するか、地域BWAまたは携帯電話事業者の４Ｇ網を使用するかのいずれかが求め られる（本書にて後述）



ローカル５G周波数用の無線局の免許申請が必要（本書にて後述）



電波利用料の支払い（本書にて後述）



無線従事者が必要（一 般的には、電波法施行令（平成 13 年政令第 245 号）第 3 条に基づき第三級 陸上特殊無線技士の資格者が必要）



技術基準適合証明が必要（基地局設備、端末設備の技術基準適合証明については提供事業者に確認下さい）



包括免許の適用（無線局のうち陸上移動局は、 特定無線局（電波法第 27 条の 2）の対象であり、包括免許の申請が可能。必要に応じて、基地局設備、端末設備の提供事業者に確認下さい）

18









３－２　ローカル５G制度の枠組み（法令と手続きなど）

ローカル５Gを利用するためには、「電波法」および「電気通信事業法」が定める事項を満たすことが必要。具体的には以下の項目に対応することが必要です。

電気通信事業法関連



※　本法がローカル５G導入に関して求める事項



電気通信事業を行う場合は、電気通信事業の登録又は届出が必要（本書にて後述）



ＩＭＳＩ（International Mobile Subscription Identity） を使用する必要がある（詳しくはコア設備又はコアサービス提供事業者に確認ください）
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 ３－３　ローカル５G形態とエリアについて（提供範囲）

ローカル５Gの利用形態とエリアの関係は以下の通り

自己の建物内又は自己の土地内

ローカル５G用周波数が利用される建物または土地と所有者の関係

建物又は土地の所有者等が免許取得

当該所有者等からシステム構築を依頼された者が免許取得

ローカル５G用周波数免許取得する者

免許取得者が導入

無線機器を導入する者

（基地局、端末、コア設備）

免許取得者が委託した者

免許取得者が導入

免許取得者が委託した者

「自己土地利用」

に該当

ローカル５G制度上の
利用形態















上述の「自己土地利用」以外の場所、すなわち他者の建物又は土地 等での利用

当該建物又は土地の所有者等以外の者。
但し、当該所有者等からシステム構築を依頼された者の免許取得ケースを除く

免許取得者が導入

免許取得者が委託した者

「他者土地利用」

に該当
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 ３－４　ローカル５Gの「自己土地利用」と「他者土地利用」について

 ローカル５Ｇは、自己の建物内又は自己の土地内で、建物又は土地の所有 者等（賃借権や借地権等を有し、当該建物又は土地を利用している者を含む。 以下同じ。）が自ら構築することを基本とする５Ｇシステムである。また、 当該所有者等からシステム構築を依頼された者も、依頼を受けた範囲内で 免許取得が可能である（以下「自己土地利用」という。）。



「自己土地利用」以外の場所、すなわち他者の建物又は土地等での利用（当該建物又は土地の所有者等からシステム構築を依頼されて いる場合を除く。）については、固定通信（原則として、無線局を移動させずに利用する形態）の利用のみに限定する（以下「他者土地利用」という。）。 



他者土地利用は、自己土地利用が存在しない場所に限り導入可能とする。また、他者土地利用のローカル5G無線局の免許取得後に、自己土地利用の免許申請がなされた場合には、 他者土地利用側が自己土地利用のローカル5G無線局に混信を与えないよ うに、空中線の位置や方向の調整等を行うことが必要である。

※　総務省　ローカル５G導入に関するガイドラインより抜粋





詳しくは、総務省「ローカル５G導入に関するガイドライン」等で該当性を確認するとともに、各総合通信局等（沖縄 総合通信事務所を含む。）に相談ください。

ローミングを使用しない自営網に閉じて利用する場合、IMSIの取得が必要となる場合がありますので、総務省(本省)にお問い合わせください。
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３－５　アンカーの構築について

ローカル５Ｇは、将来的にはSA構成に移行することが想定されるもののそれまでの間は、ＮＳＡ 構成によるアンカーの構築が必要となります。



アンカー構築の方法は次の通り。

地域広帯域移動無線アクセ スシステム（以下「地域ＢＷＡ」という。）の帯域（2575-2595MHz）を使用した ４Ｇによる通信システム（以下「自営等ＢＷＡ」という。）を自ら構築する
※　自営等ＢＷＡは、地域ＢＷＡで利用され ていない場所及び地域ＢＷＡ申請者と自治体との間で合意書等が締結され ていない場所で開設することが基本であるため、アンカーとして自営等ＢＷＡを利用する無線局の免許申請にあたっては、自治体との間で合意書等締結がなされている地域ＢＷＡ事業者からの事前了解を得ることが必要です。
※　同一免許人が、ローカル５Gと自営等BWAを同じ場所で開設する場合、１免許で取得可能となります。


地域ＢＷＡ事業者の支援を受け同事業者の４Ｇ網をアンカーとして使用する。



携帯電話事業者の支援を受け同事業者の４G網をアンカーとして使用する。
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総務省, 2019.9.27, 「ローカル5G」の導入に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案及びローカル5G導入に関するガイドライン等,
省令等改正案の概要資料より



３－５　アンカー構築について（地域BWAと自営BWAの相違点）
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３－６　電波利用料

電波利用料は以下の通り

		無線局の区分				金額（年額）

		移動しない無線局であって、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設 するもの		6000MHzを超える周波数の電波を使用するもの		2,600円 



		無線局の種類		金額（年額）

		広域使用電波を使用しない電波法第27 条の2 第1 号に係る特定無線局		370円 



■　基地局

支払額 = 2,600円 x 無線局数

■　端末（特定無線局）

支払額 = 370円 x 特定無線局数

ローカル5Gと自営等BWAを1免許として開設する場合、上記の電波利用料額に変更が生じます。

　　　　※ローカル5Gと自営等BWAを1免許として開設する場合：　19,000円(年額)
電波利用料額の詳細は、総務省の「電波利用料　料額表」及び「電波利用料額の計算ツール」を参照ください。

　　　　※電波利用料　料額表	：

　　　　※電波利用料額の計算ツール	：



https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/fees/sum/money_r0110.pdf



https://www.tele.soumu.go.jp/riyoryo/RiyoryoGkInit.jsp
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https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/sum/money.htm
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３－７　電気通信事業の登録又は届出

電気通信事業を営もうとする者は、設置する電気通信回線設備の規模や区 域の範囲等に応じ、電気通信事業の登録（電気通信事業法第 9 条）又は電気 通信事業の届出（同法第 16 条第 1 項）が必要となる。 



他方、ローカル５Ｇを自己の需要のために提供する場合、当該事業は電気 通信事業に該当しないことから、電気通信事業の登録及び届出を要すること なく当該事業を開始することができる。 

 

また、電気通信事業に該当する場合であっても、その一の部分の設置の場 所が他の部分の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）又は同一 の建物内である電気通信設備等によりローカル５Ｇを提供する場合は、電気 通信事業の登録や届出を要することなく当該事業を開始することができる。

 

   ローカル５Ｇの提供に当たって、登録・届出を要するものであるかは、具 体的なサービス形態によって異なる。特に、ローカル５Ｇは、当面、ＮＳＡ 構成による運用となるため、アンカーとしての自営等ＢＷＡ、地域ＢＷＡ又 は全国ＭＮＯの電気通信設備との接続等が想定されることから、電気通信 事業参入マニュアル等で該当性を確認するとともに、各総合通信局等（沖縄 総合通信事務所を含む。）に相談を行うことが求められる。   電気通信事業参入マニュアル： <http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/mvmo02_03.html > 



総務省, 2019.9.27, 「ローカル5G」の導入に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案及びローカル5G導入に関するガイドライン等、
ローカル５G導入に関するガイドラインより抜粋
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３－７　電気通信事業の登録又は届出

ローカル５Gを行うためには、サービスインまでに登録電気通信事業者の手続きが必要となります。既に電気通信事業を営んでいる場合には変更手続きをお願いします。また、電気通信事業には登録と届出の2種類がありそれぞれ下記表の通りとなります。

		電気通信回線設備				必要となる
⼿続

		設置の有無		規模		

		あり		① 以下のいずれかの基準に該当する場合
　１）端末系伝送路設備（端末設備⼜は⾃営電気通信と接続される伝送路設備（（例）局舎から利⽤者宅までの間の伝送路設備。同軸ケーブル、光ファイバといった線路設備のほか、無線系の設備も含む。））の設置区域が⼀の市町村（特別区、地⽅⾃治法の指定都市の区・総合区を含む）を超える場合
　２）中継系伝送路設備（端末系伝送路設備以外の伝送路設備。
（（例）局舎から局舎までの間の伝送路設備））の設置区間が、⼀の都道府県の区域を超える場合 		登録

				② 上述①に該当しない電気通信回線設備（例）同⼀市区町村内におけるＣＡＴＶアクセスサービス 		届出

		なし		（例）・他の電気通信事業者の電気通信サービスを再販する場合
　　　・サーバやルータ等の伝送路設備以外の機器のみを設置・提供して電気通信サービスを提供する場合 		届出
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３－８　ローカル5G免許申請の基本的な流れ

ローカル5G無線局免許申請に必要な書類一覧

NSA方式の場合、アンカーとなる自営等BWAの免許申請が必要です。
尚、同一免許人が、ローカル5Gと自営等BWAを同じ場所で開設する場合、1免許で取得可能となります。

免許申請には下記の書類が必要となります。

		書類名		ファイル名

		免許申請書		①免許申請書

		無線局事項書		②無線局事項書

		工事設計書		③工事設計書

		無線設備系統図		④工事設計書　無線設備系統図

		アンカーの調達		アンカーの調達を示す書類：BWA免許状、卸契約書等

		自己土地　※		自己土地の範囲図

		自己土地　※		登記事項証明書、賃借契約書、所有者からの依頼状など

		混信等の防止		基地局設置場所

		混信等の防止		業務区域の図

		混信等の防止		カバーエリアの図

		混信等の防止		アンカーのカバーエリア

		混信等の防止		調整対象区域の図

		※　他者土地利用の場合不要		



		書類名		ファイル名

		混信等の防止		他ローカル5G事業者との同意書（必要に応じて）

		物理遮蔽の防止		全国28GHz帯携帯事業者との同意書 （様式任意)

		サービスの計画		サービスの計画、実行体制、実施スケジュールなど

		保守・運用の対応体制		サービスの提供及び無線設備の保守・運用の対応体制に関する計画

		無線従事者		無線従事選任届

				



27









３－８　ローカル5G免許申請の基本的な流れ

所管の総合通信総通局への申請までの流れ

①電気通信事業登録もしくは登録変更、②ローカル5G無線局免許申請、③ローカル5G特定無線局の免許申請、が手続きとして必要です。

				

		①電気通信事業登録		

		②ローカル5G無線局免許申請		

		③ローカル5G特定無線局の免許申請		



申請書提出~審査(無線局、特定無線局）

免許交付

標準的には1ヵ月半

サービスイン

1－２週間前

申請書提出~審査(無線局、特定無線局）

免許交付

標準的には1ヵ月半

約2ヵ月前

４～５か月前

総合通信局への頭出し

電気通信事業登録

サービスインまでに

手続完了が必要です

※技術基準適合表示の無線設備以外で開設する場合、申請書提出後に新設検査が必要となります。
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３－８　ローカル5G免許申請の基本的な流れ

総合通信局との事前打合せ

事業者の事業計画、サービス内容をもとに管轄の総合通信局と事前の打合せが必要です。

申請書提出の2～3ヵ月前には管轄の総合通信局と相談することをお勧めします。



ローカル５G特定無線局の免許申請

ローカル５G事業を行う場合、端末に関する免許申請が必要となります。
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３－９　免許申請手数料

免許申請手数料

		　		窓口申請（円)		オンライン申請（円）

		特定無線局の免許申請手数料		10,200		7,300

		再免許申請手数料		4,800		3,350



		無線局の種別		基本送信機の規模				窓口申請（円)		オンライン申請（円）

		その他の無線局		新たな免許		1ワット以下		3,550		2,550

				再免許		1ワット以下		1,950		1,500



■　基地局（技術基準適合表示の無線設備）

■　端末（特定無線局）

		無線局の種別		基本送信機の規模				窓口申請（円)		オンライン申請（円）

		その他の無線局		新たな免許		(500ワットの送信機とみなす)		30,200		19,300

				再免許		(500ワットの送信機とみなす)		12,700		8,700



■　基地局（技術基準適合表示の無線設備以外）

ローカル5Gと自営等BWAを1免許として開設する場合、上記の電波利用料額に変更が生じます。
（基本送信機の規模が大きい方の手数料を適用）

詳細は、総務省の「電波利用ホームページ」を参照ください。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/feestab/
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http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/tesuryo.htm
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第４章　基地局の記載例について
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４－１　基地局の記載例について



○想定した機器構成等 

　　	周波数帯域幅 	１００ＭＨｚ幅 (免許上では９９．９２ＭＨｚ）

　　	中心周波数　　　　　　　　２８２５０．０４ＭＨｚ

	空中線電力 	０．３１６Ｗ （０．１５８Ｗ＋０．１５８Ｗ  ２×２ＭＩＭＯ） 

	使用送受信機 	技術基準適合機器を使用 
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です





無線局免許申請書　(１枚目）

(２枚目）
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です



無線局事項書　(１枚目）

(２枚目）









１枚目

〕

３　無線局の種別コード

FB

無線局事項書

１　免許の番号

（　

1

　局分）

２　申請（届出）の区分

□開設　□変更　□再免許

４　開設、継続開設又は変更を必要と

　する理由

開設理由を記載。他者土地利用の場合には、必要に応じて

おいて災害時等に通信障害の影響を避けるため、通常の

ネットワークとは別のバックアップ回線の選択肢を提供す

るとともに、平常時は、Wi-Fi等と比較した場合に、通信の

より良い安定性を確保するため、本無線局を開局する。

６　住　所

〒（

100

－

〇〇〇〇

）

東京都千代田区○○1丁目2番3号

電話番号（　

03

　）

○○○○

－

○○○○

５　法人団体個人の別

□法人　□団体　□個人

都道府県－市区町村コード　〔     

 13016

15　電波の型式並びに希望する周波数

　の範囲及び空中線電力

99M9  X7W  28250.04MHz １波 

 0.316W

９　工事落成の予定期日

(技術基準適合機器の場合、予備免許無し）

□日付指定：

　　 ．　　．　　



.



□予備免許の日から

　　



月目の日

□予備免許の日から

　　



日目の日



14　識別信号



12　通信事項コード

（空欄)

７　氏名又は名称及び代表者氏名

フリガナ 

ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ

10　運用開始の予定期日

□免許の日

□日付指定：

　　 ．　　．　　



.



□予備免許の日から

　　



月以内の日

□免許の日から

　



6



　



月以内の日

11　無線局の目的コード

　　　

　　○○○○株式会社

13　通信の相手方

８　希望する運用許容時間





免許人所属の陸上移動局

CCC 電気通信業務用

□従たる目的

CCC 電気通信業務に関する事項

















































































































































































































例として、千代田区○○4丁目5番6号ABCビル及び敷地内に

付帯する事項を記載する。





































































































































































































































































































































































✓

✓

✓
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です



無線局事項書　(３枚目）

(別 紙）
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です

工事設計書　(１枚目）

(２枚目）







































１枚目









□有　□無

工事設計書

〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ

　　（

　1　

局分）

第　

1～2

　装置

□

DX1N





発射可能な電波の型式及び周波数の範囲

１　無線局の区別

３　通信方式コード

予備送信装置

番号

２　装置の区別

４　通信路数

５　ＡＴＩＳ番号又は船舶等識別番号

検定番号又は名称

製造番号

通過帯域幅

雑音指数（dB）

製造番号

変調方式コード

OFDM

製造者名



型式又は名称

定格出力（Ｗ）

0.158

低下させる方法コード



低下後の出力（Ｗ）



1

６

　

送

信

機

７

　

受

信

機

８　予備電源

９　設置場所番号

(XYZ789)

区別

□送信機と同じ

製造者名





検定番号



適合表示無線設備の番号

○○○○

99M9  X7W  28250.04MHz



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































✓

































２枚目

空中線の位置

受信

0

北緯 35.67.08

送信

0.5

送信

0

10　無線局の区別

〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ       

（　

　1　

局分）

11　空中線系番号

1, 2

空中線型式等

空

中

線

系

28250.04MHz

14　発射する周波数等

1

15　受信する周波数

利得（dBi）

20.5

指向方向（度）



その他損失（dB）

緯度

送受の別コード

基本コード

付加コード

偏波面コード

14.0

10.0





MON

12



空

中

線

共用器損失（dB）

口径（ｍ）



水平面の主輻射の角度の幅（度）



経度

東経 139.75.04

M

ZD



V

海抜高（ｍ）／地上高（ｍ）

19　添付図面

20　備考

空中線：アクティブフェイズドアレイアンテナ

□無線設備系統図

□電源系統図









17　附属装置

18　その他の工事設計

(監視装置の設置場所の住所を記載する）

□電波法第３章に規定する条件に合致する。

ALM

(警報装置の設置場所の住所を記載する）

CON

(制御装置の設置場所の住所を記載する）

13

　

給

電

線

等

16　空中線系に関するその他の事項

□構成が複雑で記載が困難なため、構成を別に添付する。

コード

補足事項

受信

0.5

送信

0

受信

0

給電線損失（dB）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✓

✓

✓
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です



工事設計書　(３枚目）

(別 紙）

28250.04MHz
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免許申請書の記載例（基地局）

数値などは記載の一例です

無線設備系統図（送信装置）　

記載の一例です

空中線端子がある、アクティブフェーズドアレー

アンテナを使用した場合の記載の一例になります。使用する機器の構成や給電線損失に合わせた図を簡潔に記載してください。　

〇〇５Gちよだ４ちょうめ　

















































第1アンテナ　利得　　20.5dBi

                EIRP   15.85W

                      (42.0dBm) 

空中線電力(第1装置）

0.158W (総和)

(22.0dBm)　

※設計書のとおり

















空中線電力(第2装置）

0.158W  (総和)

(22.0dBm)　

※第1装置と同じ

第2アンテナ　利得　　20.5dBi

                EIRP   15.85W

                       (42.0dBm)







送信機　

第1装置　

第2装置　



コア制御装置　



商用電源100V　

設置場所：　ABCビル内

(東京都千代田区〇〇4丁目5番6号）　

給電線損失

0.5dB

給電線損失

0.5dB

(2x2 MIMO)









事項書の

とおり
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４ー２　陸上移動局(端末）の記載例について

(特定無線局としての包括申請をする場合）

○想定した機器構成等 

　　	周波数帯域幅 	１００ＭＨｚ幅 (免許上では９９．９２ＭＨｚ）

	空中線電力 	０．２Ｗ （２×２ＭＩＭＯ） 

	使用送受信機 	技術基準適合機器を使用 

	最大運用数		１，０００台【例】(免許期間中の端末数の最大値）
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申請書の記載例（特定局・陸上移動局）

特定無線局免許申請書　(１枚目）

(２枚目）

数値などは記載の一例です





40









申請書の記載例（特定局・陸上移動局）

無線局事項書及び工事設計書　(１枚目）

(２枚目）

数値などは記載の一例です





















































１枚目

９

13

16　備考



11　無線局の目的コード

CCC 電気通信業務用

12　通信の相手方

免許人所属の基地局



□従たる目的

□従たる目的



99M9 X7W 28250.04MHz 1波 200mW 

200mW

□免許の日

□日付指定：

　　 ．　　．　　



.



□免許の日から

　　



月以内の日

適合表示無線設

備の表示の内容

及びその表示の

有無

14　包括免許人の事務所

都道府県－市区町村コード　〔　 

13016

　　〕

〒（　

100

－

○○○○

　

　）

東京都千代田区○○1丁目2番3号

OFDM2



都道府県－市区町村コード　〔　 

 13016

　　〕

フリガナ　          

ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

８　氏名又は名称及び代表者氏名

○○○○株式会社

10　運用開始の予定期日



無線局事項書及び工事設計書

電話番号（ 　

03

　　）

○○○○－○○○○

４　最大運用数

1000

７　住　所

〒（　

100

　－　

○○○○

　）

東京都千代田区○○1丁目2番3号

５　無線設備を設置しようとする区域

基本コード〔　

 

N

 

　〕付加コード〔　　　　〕

５　法人団体個人の別

□法人　□団体　□個人

１　包括免許の番号



２　申請（届出）の区分

□開設　□変更　□再免許

３　無線局の種別コード

ML

99M9 X7W 28250.04MHz 1波

□有　　□無



定格出力

発射可能な電波の型式

及び周波数の範囲

適合表示無線設備の表

示の有無

15

　

工

事

設

計

　電波の型式並びに希望する周波数の範囲

及び空中線電力





　開設、継続開設又は変更を必要とする理

由



無線設備の規格コード

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✓

✓

✓

✓

開設理由を記載。他者土地利用の場合には、必要に応じて

おいて災害時等に通信障害の影響を避けるため、通常の

ネットワークとは別のバックアップ回線の選択肢を提供す

るとともに、平常時は、Wi-Fi等と比較した場合に、通信の

より良い安定性を確保するため、本無線局を開局する。

例として、千代田区○○4丁目5番6号ABCビル及び敷地内に

付帯する事項を記載する。
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申請書の記載例（特定局・陸上移動局）

無線局事項書及び工事設計書　(３枚目）

(４枚目）

数値などは記載の一例です
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申請書の記載例（特定局・陸上移動局）

無線局事項書及び工事設計書　(５枚目）

数値などは記載の一例です
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４ー３　申請書類の入手方法
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申請書類（電子ファイル）の入手方法

「申請書類」は、総務省の「電波利用ホームページ」からダウンロードできます。

http://www.tele.soumu.go.jp/

電波利用ホームページの「申請書類等のダウンロード」ボタン 

　　→「無線局免許手続様式」→一覧表から選択 

■基地局 

	1.無線局の免許申請書 		：区分１ （別表第一号） 

	2.無線局事項書 		：区分２ （別表第二号第２） 

	3.工事設計書 		：区分２ （別表第二号の二第２） 



■陸上移動局（端末機器）←特定無線局（包括免許申請） 

	1.特定無線局の免許申請書 	：区分２ （別表第一号のニ）

	2.無線局事項書及び工事設計書	：区分14（別表第二号の四）



■設置場所コード、空中線型式等のコードなど 

	1.告示(PDF) 



※記入用ファイルと記載要領（記載方法の説明）が入手可能です。 
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４ー４　参考）無線局免許申請に係る

電波法の主な関連条文、干渉検討の手順について
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無線局免許申請に係る電波法の主な関連条文（その１）
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無線局免許申請に係る電波法の主な関連条文（その２）
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無線局免許申請に係る電波法の主な関連条文（その３）
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携帯無線通信事業者との干渉検討の手順について

28.2GHzから28.3GHzにおけるローカル5Gの免許申請に際しては、電波法関係審査基準に基づき、 28GHz帯(※1)の周波数の電波を使用する携帯無線通信を行う無線局との干渉調整等が必要となる。

但し、申請に係る無線局が28GHz帯の周波数の電波を使用する携帯無線通信を行う無線局と同期(※2)を行うことを免許申請時の無線局事項書の備考欄に記載することにより、必要な電波干渉調整を実施したことと見なし(物理遮蔽除く)、28GHz帯携帯無線通信事業者との電波干渉協議を省略して免許申請が可能となる。

※1「28GHz帯」とは、27.0GHzから29.5GHzまでの周波数の範囲をいう。

※2「同期」とは、送信バースト繰り返し周期、基地局及び陸上移動局の送信バースト長の最大値並びに送受信のタイミングを同一とすることをいう。

5GMFマニュアルを参照し

同期条件を確認

開始

終了(運用開始)

審査・免許

28GHz帯無線通信事業者

(全国MNO)

各総合通信局

ローカル5G事業者

干渉検討

物理遮蔽？

NO

YES

条件再検討

ビルオーナー等から入手したMNOの

干渉調整窓口に検討依頼

YES

物理遮蔽協議結果を総通に報告(様式任意)

(※電波干渉協議は同意書不要)

携帯無線局と

併設？

NO

免許申請
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他のローカル5Gとの干渉検討の手順について

28.2GHzから28.3GHzにおけるローカル5Gの免許申請に際しては、電波法関係審査基準に基づき、 
他の免許人所属のローカル5Gの無線局との干渉調整等が必要となる。

なお同期を行った場合であっても、隣接のローカル5Gとの基地局⇔端末間での干渉調整が必要である。

5GMFマニュアルを参照し

同期条件を確認

同期条件を順守することを明記して

免許申請書を作成・総通に提出

開始

終了(運用開始)

審査・免許

他の免許人所属の

ローカル5G事業者

各総合通信局

ローカル5G事業者

総通から入手した他のローカル5G免許人窓口に干渉調整依頼

干渉検討

干渉？

条件再検討

NO

YES

総務省に干渉同意書を

提示して免許申請

他ローカル5G無線局と干渉調整対象？

YES

NO
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28GHz帯の同期条件

		 		28GHz帯

		Subcarrier Spacing		120 kHz

		Pattern SEQUENCE		

		dl-UL-TransmissionPeriodicity		ms0p625

		nrofDownlinkSlots		3

		nrofDownlinkSymbols		10以下

		nrofUplinkSlots		1

		nrofUplinkSymbols		2以下



無線フレームの同期タイミング

基地局からの送信開始タイミングに関して、基地局のフレーム送信開始タイミングと「GPS信号により得られる基準タイミング（協定世界時10ミリ秒×n（nは自然数）。以下、「GPS基準信号」という）から59872×Ts経過したタイミング」との許容時間差は1.5マイクロ秒以下とする。ここで、Tsは1/(15000×2048)秒とする。尚、基地局の同期確立方法における具体的な手段（GPS信号取得装置、エントランス回線網を介した時刻配信方法、等）については問わないこととする。

陸上移動中継局および陸上移動局は、基地局からの制御に基づき同期を確立することとする。

GPS信号取得装置を用いる場合には、GPS基準信号との同期外れを検知する機能を具備するものとする。

屋内や地下街等、GPS基準信号に基づく運用（同期運用）が困難な場所に対象となる無線局を設置する場合は、事前に、該当無線局の設置毎に携帯無線通信事業者との協議により、代替その他の手段を決定するものとする。ただし、GPS基準信号に基づかない運用（非同期運用）は、これらの無線局の免許日或いは運用開始日に関わらず、携帯無線通信事業者により同期運用される無線局に影響を与えない場合に限り認められるものとする。



無線フレーム構成

3GPP 38.213 (V15.4.0)、および、3GPP 38.331 (V15.4.0)で定められる無線フレーム構成パラメータは下記表１のとおりとする。

なお、本パラメータはあくまで同期運用の際に前提とする無線フレーム構成パラメータであり、運用に際しては、各下り送信タイミングおよび上り送信タイミングが、ここに定める送信タイミングを満たしていればよい。



27.0-29.5GHzを使用する第５世代移動通信システムの事業者との合意

5GMF地域利用推進委員会において、本ページに記載されている内容を満足し、
基地局の無線局事項書の備考欄に「同期を行っている」旨を記載することで、
同期することについての合意がなされていると27.0-29.5GHzを使用する第５世代
移動通信システムの該事業者との間で了解が得られた。



表 1　前提とする無線フレーム構成パラメータ
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４ー５　参考）自営等BWAに係る

BWA事業者との干渉調整について
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自営等BWAに係わるBWA事業者との干渉調整について

自営等BWA免許申請に関わるBWA事業者との干渉調整については、

以下のURLより、地域BWA推進協議会のガイドラインを参照ください。

　http://www.chiiki-wimax.jp/index.php?mode=member_list
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第５章　申請書の添付資料
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５ー１　申請書の添付資料
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申請書の添付資料

28.2GHzから28.3GHzの周波数の電波を使用するローカル5Gの免許申請を行う場合には、申請書類の他に審査基準で示された事項を確認するために次のような添付資料を提出する必要があります。



「免許主体になれない者」に該当しないことを示す資料 
「審査基準に定める免許主体になれない者には該当しません。」と記載して、別紙として事項全部証明書等を添付します。



他の無線局からの混信妨害の調整のために、審査基準別紙(16)-1による「カバーエリアの図」及び
「調整対象区域の図」、調整対象者に開示される連絡先 
審査基準別紙(16)-1（※本マニュアル後述参照）に定められる条件でシミュレーションソフト等を用いて対象エリアの図を作成して調整担当者の連絡先を記載します。（次ページ参照）



　次に掲げる事項が地図上に記された資料

ａ 自己土地の範囲

ｂ 基地局の設置場所、陸上移動局の無線設備の常置場所・移動範囲

ｃ カバーエリア

ｄ 調整対象区域

ｅ 業務区域

（自己土地利用の場合）登記事項証明書

（他者土地利用の場合）ローカル5Gの業務を確実に行う見込みがある区域であることを示す資料

（システム構築の依頼を受けている場合）依頼状等
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申請書の添付資料

　業務区域





　調整対象区域

　カバーエリア





自己土地





基地局













自己土地利用の範囲は、「自己土地」の範囲のみ。



「自己土地」以外の範囲では、全て他者土地利用という扱いになる。



１つの基地局での電波発射であっても、自己土地利用と他者土地利用が混在する可能性がある。

①

①自己土地利用・カバーエリア。

②他者土地利用・カバーエリア。

③自己土地利用・干渉調整区域。

④他者土地利用・干渉調整区域。

②

③

④

カバーエリア：サービスを提供するエリア



調整対象区域：他の無線局に影響を与える

　　　　　　　　　　　可能性があるエリア

対象エリアの図（イメージ）
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申請書の添付資料

他の無線局への混信妨害の防止のため、28GHz帯を使用する無線局の免許人との間で、同期の確保がなされていることを示す資料
前述(4-1)の通り、申請に係る無線局が28GHz帯の周波数の電波を使用する携帯無線通信を行う無線局と同期を行うことを免許申請時の無線局事項書に記載することにより、必要な干渉調整等を実施したことと見なすため、この場合の「干渉同意書」の提出は不要である。

※調整対象区域が重なった場合のローカル5G事業者同士での「干渉同意書」は必要である(形式問わず)







地域社会の諸課題の解決に寄与する計画等
基地局のうち、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあっては、地域社会の諸課題の解決に寄与するために実施しようとしている次のいずれかに該当する事業の計画並びに当該計画の実施体制及び実施スケジュールその他の当該計画が確実に実施されることを合理的に示す根拠を示す資料。

Ａ 地域における人口減少又は高齢化に伴う対策を講ずる事業の計画

Ｂ 地域産業の維持又は活性化を図る事業の計画

Ｃ 地域コミュニティの維持又は地域の利便性向上を図る事業の計画

Ｄ 地域における安全性・防災力の強化を図る事業の計画

Ｅ 上記ＡからＤに掲げるほか、地域社会の諸課題であることが明らかなものの解決に向けた事業の計画
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無線設備のサイバーセキュリティ対策の実施
基地局の申請に際しては、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を講じた上で、その旨を無線局事項書の備考欄で明らかにします。その際、当該無線局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の概要を記した資料として、構成図、製造者名及び型式を記した資料を添付します。
なお、これらの電気通信設備のうち、申請者以外の者が設置するものについては、これに代えて、当該電気通信設備の設置主体を記した資料を添付します。



（参考）

　サイバーセキュリティ対策の一例として、以下が想定されます。サイバーセキュリティ対策は、取扱う情報の機密性、不特定多数の利用可能性等を踏まえて判断されるものであり、以下に記載された一例は、限定列挙しているものではなく、申請者においてどういった対策を行うか判断することが必要となります。 　　　

　ア　情報セキュリティポリシーを策定し、適宜見直しを行う。

　イ　情報セキュリティに関する資格の保有者等一定以上の知識・技能を有する者を配置する。

　ウ　サイバー攻撃等に対する脆弱性が無いようソフトウエアへの対策を継続的に講ずる。

　エ　サプライチェーンリスク対応として、機器等の選定基準を整備するとともに、機器の納入時の確認、検査手続を整備する。

　なお、必要に応じて「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」、「ＩＴ調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」を適宜参考にすること。

申請書の添付資料

60









申請書の添付資料

無線設備の保守・運用の対応体制を示す資料
役割分担が明確になっていることが分るような、運用保守体制表、障害時対応体制表を作成して添付します。



選任される無線従事者及び電気通信主任技術者の配置計画
 （設備に応じて第１級～第３級陸上特殊無線技士を選任） 無線従事者の配置計画、電気通信主任技術者の配置計画を作成して添付します。



基地局等が免許の日から６か月以内に運用開始することを示す資料（基地局等が正当な理由無く免許の日から６か月以内に運用されない場合、総務大臣は免許を取り消すことができる。）
 何らかの理由で運用開始までに時間がかかる場合は、その理由が分るような資料を作成して添付します。 （免許の日または６か月以内の日から運用開始とする場合は不要です。）



送信ダイバーシチ又は空間多重技術(MIMO)を用いる場合は、設備構成概要と増幅器の組み合わせごとの空中線電力を示す資料
該当する設備構成の場合は、申請書類の工事設計書・無線設備系統図を補足して各利用区分ごとの構成や数値が分るような資料を作成して添付します。 該当しない場合は不要です。

※上記の各添付資料は審査基準に対応して必要になると見込まれるもので、今後総務省からこれ以外の資料を求められる可能性もあります。
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第６章　関連法令
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６ー１　関連法令

63









無線局免許審査基準

〇電波法関係審査基準（平成１３年総務省訓令第６７号）



別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 	

［第１ 略］ 

第２ 陸上関係 

［１・２・３略］

４その他

　［（１）～（15）略］

　（16）ローカル５Ｇの無線局

　　ア　用語の意義

この(16)において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(ア)　「ローカル５Ｇ」とは、設備規則第３条第１項第４号の８に規定するローカル５Ｇをいう。

(イ)　「基地局」とは、ローカル５Ｇの基地局をいう。

(ウ)　「陸上移動局」とは、ローカル５Ｇの陸上移動局をいう。	

(エ)　「業務用無線局」とは、電気通信役務を提供するために開設する基地局又は陸上移動局をいう。	

(オ)　「機能試験用無線局」とは、基地局又は陸上移動局の無線設備の機能試験又は調整を行うために開設する基地局又は陸上移動局をいう。

(カ)　「カバーエリア」とは、申請に係る基地局と陸上移動局との間の通信を行うことが可能な区域であって、別紙(16)-1により算出されるもの(極端に離隔した、又は極端に小さな飛び地は除く。)をいう。	

(キ)　「調整対象区域」とは、申請に係る無線局と他の免許人所属のローカル５Ｇの無線局との間で有害な混信が生じることを回避するための調整の要否を判断するための区域であって、別紙(16)―1により算出されるものをいう。	

(ク)　「業務区域」とは、申請に係る基地局及びその通信の相手方である陸上移動局を用いてローカル５Ｇによる業務を行う区域をいう。
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無線局免許審査基準

(ケ)　「自己土地利用」とは、土地又は建物の所有権又は使用収益権(賃借権その他の使用し、又は収益することができる権利をいう。以下同じ。)（以下「所有権等」という。）を有する者(土地又は建物の所有権等を有する者からの依頼によりローカル５Ｇに係るシステムの構築等を行う者を含む。)が当該土地又は建物内において通信を行うことをいう。

(コ)　「他者土地利用」とは、土地又は建物の所有権等を有しない者(土地又は建物の所有権等を有する者からの依頼によりローカル５Ｇに係るシステムの構築等を行う者を除く。)が当該土地又は建物内において通信を行うことをいう。

(サ)　「自己土地」とは、自己土地利用に係る土地又は建物をいう。

(キ)　「他者土地」とは、他者土地利用に係る土地又は建物をいう。

(シ)　「同期」とは、送信バースト繰り返し周期、基地局及び陸上移動局の送信バースト長の最大値並びに送受信のタイミングを同一とすることをいう。

(ス)　「28GHz帯」とは、27.0GHzから29.5GHzまでの周波数の範囲をいう。

(セ)　「50MHzシステム」とは、チャネル間隔が50MHzのローカル５Ｇの無線設備をいう。

(ソ)　「100MHzシステム」とは、チャネル間隔が100MHzのローカル５Ｇの無線設備をいう。
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無線局免許審査基準

イ　電気通信業務用

　(ア)　免許主体

　免許主体は、電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者及び電気通信事業法第165条第２項の規定により電気通信事業者とみなされた地方公共団体を含む。以下この(16)において同じ。)であって、次に掲げる者以外の者であること。

Ａ　携帯無線通信を行う無線局の免許人

Ｂ　広帯域移動無線アクセスシステム(2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の無線局の免許人

　(イ)　通信の相手方

　通信の相手方は、次のとおりとする。

Ａ　基地局

　次に掲げる無線局又はこれらの組合せによるものであること。ただし、(B)に掲げる無線局のみを通信の相手方としてはならない。

(A)　免許人所属の陸上移動局

(B)　免許人と業務委託契約を締結した他の免許人所属の陸上移動局

Ｂ　陸上移動局

　次に掲げる無線局又はこれらの組合せによるものであること。ただし、(B)、(C)若しくは(D)に掲げる無線局又はこれらの組合せによるもののみを通信の相手方としてはならない。

　免許人所属の基地局

　免許人と業務委託契約を締結した他の免許人所属の基地局

　免許人と業務委託契約を締結した他の免許人所属の陸上移動中継局

　免許人と業務委託契約を締結した他の免許人所属の陸上移動局
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無線局免許審査基準

　(ウ)　通信事項

　電気通信業務に関する事項であること。

　(エ)　無線設備の設置場所等

　無線設備の設置場所等は、次の条件に適合すること。

Ａ　基地局の設置場所

　(A)　空中線と送受信装置が同一構内にない場合は、空中線及び送受信装置の位置がそれぞれ無線設備の設置場所として無線局事項書に記載されていること。

　(B)　送受信装置が異なる二以上の空中線に接続されているときは、空中線の位置ごとにそれぞれ一の基地局とする。ただし、同一構内に空中線が設置されている場合は、この限りでない。

Ｂ　陸上移動局の無線設備の常置場所

　当該電気通信事業者の事業所の所在地であること。ただし、機能試験用無線局にあっては、当該電気通信事業者が開設する基地局の設置場所又は当該電気通信事業者の事業所の所在地であること。

Ｃ　陸上移動局の移動範囲

　(A)　業務用無線局のもの

　陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。)の範囲内であって、当該電気通信事業者の業務区域内又は当該事業者と業務委託契約を締結した他の事業者のサービスの提供を行う区域内のものであること。

　(B)　機能試験用無線局のもの

　当該電気通信事業者の業務区域内であること。
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無線局免許審査基準

　(オ)　周波数の指定

　周波数の指定は、別表1の範囲内のものであること。なお、陸上移動局の周波数の指定にあたっては、「この周波数の使用は、他者土地利用をする場合においては、停止して運用する場合に限る。」旨の附款を付す。

　(カ)　空中線電力の指定

　空中線電力の指定については、次のとおり指定する。

Ａ　基地局

　１波当たりの空中線電力を指定することとし、送信ダイバーシチ又は空間分割多重技術を用いる無線設備であって、複数の増幅部を有し、これらが一体となって機能するものは、次のとおり指定する。この場合において、50MHzシステムにあっては１無線設備当たり158mW以下、100MHzシステムにあっては１無線設備当たり316mW以下の値とする。ただし、等価等方輻射電力が、50MHzシステムにあっては１無線設備あたり42dBm以下、100MHzシステムにあっては１無線設備あたり45dBm以下である場合は、この限りではない。

(A)　全ての増幅部が常に動作するものにあっては、各増幅部の定格出力の総和の値(各増幅部の出力の総和を一定以下に制御する機能を有する場合にあっては、当該機能により使用することができる空中線電力の最大の値)を指定する。

(B)　実装されている増幅部のうち、一部の増幅部が動作するものにあっては、当該増幅部の定格出力の総和の値(動作する増幅部の組合せが複数ある場合にあっては、当該組合せによる定格出力のうち最大の値)を指定する。

Ｂ　陸上移動局

　使用することができる空中線電力の最大の値を指定する。この場合において、200mW以下の値とする。
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無線局免許審査基準

(キ)　無線設備の工事設計

次の条件を満足するものであること。

Ａ　基地局の工事設計

　空中線利得は、23dBi以下であること。ただし、等価等方輻射電力が50MHzシステムにあっては１無線設備あたり42dBm以下、100MHzシステムにあっては１無線設備あたり45dBm以下である場合は、この限りではない。

Ｂ 　陸上移動局の工事設計

　空中線利得は20dBi以下であること。ただし、等価等方輻射電力が43dBm以下である場合は、この限りではない。

(ク)　他の無線局との干渉調整等

　次に掲げる他の無線局との干渉調整等その他必要な事項を行うこと。

Ａ 他の免許人所属のローカル5Gの無線局

基地局の申請にあっては、次に掲げる事項が地図上に記された資料(申請者の連絡先を含む。)が添付されていること。また、当該資料の　　

　添付にあっては、干渉調整のために必要な場合に限り、当該資料が開示される旨が了解されていること。

ａ 自己土地の範囲

ｂ 基地局の設置場所

ｃ カバーエリア

ｄ 調整対象区域

ｅ 業務区域
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無線局免許審査基準

(B) 自己土地利用をする場合にあっては、登記事項証明書(当該土地又は建物において、所有権等を有する者からの依頼によりローカル５Ｇに係るシステムの構築等を行う者にあっては依頼状等その証拠書類を含む。)によってその事実が明らかであること。

(C) 他者土地利用をする業務区域は、ローカル5Gの業務を確実に行う見込みがある区域であること。

(D) 業務区域に照らして基地局の設置場所が適切であり、また、カバーエリア及び調整対象区域が必要最低限であること。

(E) 次に掲げるいずれかに該当する場合には、基地局を開設しようとすることについて以下に該当する他の免許人に通知を行っていること。また、当該他の免許人から周波数共用の可能性等に係る協議を求められた場合は、当該協議に応じていること。

ａ 申請に係る基地局の自己土地内のカバーエリアが、他の免許人所属のローカル5Gの基地局の調整対象区域と重複する場合

ｂ 申請に係る基地局の自己土地内の調整対象区域が、他の免許人所属のローカル5Gの基地局のカバーエリアと重複する場合

(F) 申請に係る基地局の他者土地に係るカバーエリアが、他の免許人所属のローカル5Gの基地局の調整対象区域と重複していないこと。ただし、当該申請に係る基地局の他者土地に係るカバーエリアにおける申請者の業務の遂行上、有害な混信がないことが明らかにされている場合は、この限りでない。

(G) 申請に係る基地局の他者土地に係る調整対象区域が、他の免許人所属のローカル5Gの基地局のカバーエリアと重複していないこと。ただし、当該他の免許人所属のローカル5Gの基地局のカバーエリアにおける当該他の免許人の業務の遂行上、有害な混信がないことが明らかにされている場合は、この限りでない。

　　Ｂ 28GHz帯の周波数の電波を使用する携帯無線通信を行う無線局

　申請に係る無線局が28GHz帯の周波数の電波を使用する携帯無線通信を行う無線局と同期することについて、当該携帯無線通信を行う無線局の免許人との間で合意がなされていること。ただし、当該携帯無線通信を行う無線局の免許人との間で混信その他の妨害を与えないことについて合意している場合は、この限りでない。
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無線局免許審査基準

(ケ)　地域社会の諸課題の解決に寄与する計画等

　基地局のうち、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあっては、地域社会の諸課題の解決に寄与するために実施しようとしている次のいずれかに該当する事業の計画並びに当該計画の実施体制及び実施スケジュールその他の当該計画が確実に実施されることを合理的に示す根拠が明らかであること。

　Ａ 地域における人口減少又は高齢化に伴う対策を講ずる事業の計画

　Ｂ 地域産業の維持又は活性化を図る事業の計画

　Ｃ 地域コミュニティの維持又は地域の利便性向上を図る事業の計画

　Ｄ 地域における安全性・防災力の強化を図る事業の計画

　Ｅ 上記ＡからＤに掲げるほか、地域社会の諸課題であることが明らかなものの解決に向けた事業の計画

(コ)　その他

　Ａ　基地局は、免許の日から６か月以内に運用を開始するものであること。なお、正当な理由なく、免許の日から引き続き６か月を超えて運用がなされていないことが明らかとなった場合は、法第76条第４項第１号を適用すること。

　Ｂ　免許に際しては、電波法第104条の2の規定により次の条件を付すものとする。

　　(A)　基地局の免許

「この無線局は、携帯無線通信を行う無線局又は広帯域移動無線アクセスシステム(2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の無線局の免許人による役務提供と一体としてなされる役務提供のために専ら運用されるものであってはならない。」

　　(B)　基地局(他者土地に係るカバーエリア若しくは調整対象区域を有するものに限る。)の免許

「この無線局の運用は、他者土地に係るカバーエリアが、後に開設される他の免許人所属のローカル5Gの基地局の当該他の免許人の自己土地内の調整対象区域と重複しない場合及び他者土地に係る調整対象区域が、後に開設される他の免許人所属のローカル5Gの基地局の当該他の免許人の自己土地内のカバーエリアと重複しない場合に限る。ただし、当該重複について当該他の免許人と合意している場合はこの限りでない。」
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無線局免許審査基準

ウ　公共業務用及び一般業務用

　公共業務用及び一般業務の審査は、イの電気通信業務用((イ)通信の相手方、(オ)周波数の指定、(カ)空中線電力の指定、(キ)無線設備の工事設計、(ク)他の無線局との干渉調整等、(ケ)地域社会の諸課題の解決に寄与する計画等、(コ)その他)の基準を準用するほか、次の基準により行う。

　(ア)　免許主体

免許主体は、次に掲げる以外の者であること。

Ａ　携帯無線通信を行う無線局の免許人

Ｂ　広帯域移動無線アクセスシステム(2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の無線局の免許人

　(イ)　 無線局の目的

公共業務用又は一般業務用であること。

　(ウ)　 無線設備の設置場所等

　無線設備の設置場所等は、次の条件に適合すること。

Ａ 基地局の設置場所

　(A)　空中線と送受信装置が同一構内にない場合は、空中線及び送受信装置の位置がそれぞれ無線設備の設置場所として無線局事項書に記載されていること。

　(B)　送受信装置が異なる二以上の空中線に接続されているときは、空中線の位置ごとにそれぞれ一の基地局とする。ただし、同一構内に空中線が設置されている場合は、この限りでない。

Ｂ　陸上移動局の無線設備の常置場所

　当該免許人の自宅又は事業所等の所在地であること。ただし、機能試験用無線局にあっては、当該免許人が開設する基地局の設置場所又は当該免許人の自宅又は事業所の所在地であること。
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無線局免許審査基準

Ｃ 陸上移動局の移動範囲

　(A)　機能試験用無線局のもの

当該免許人の業務区域内であること。

　(B)その他のもの

　陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。)の範囲内であって、当該免許人の業務区域内又は当該事業者と業務委託契約を締結した他の事業者のサービスの提供を行う区域内のものであること。
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無線局免許審査基準

第４ 包括免許関係 

４ その他の特定無線局 

（１） ローカル５Ｇの特定無線局 

ア 電気通信業務用ローカル５Ｇの特定無線局 

　　電気通信業務用ローカル５Ｇの特定無線局の審査は、第2の4(16)に定める基準のほか、次の基準により行う。 

(ア) 用語の意義 

　　本項（1）において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

　Ａ 「電気通信業務用ローカル５Ｇ」とは、無線局の目的が電気通信業務用である設備規則第３条第１項第４号の８に規定するローカル５Ｇをいう。 

　Ｂ 「公共業務用又は一般業務用ローカル５Ｇ」とは、無線局の目的が公共業務用又は一般業務用である設備規則第３条第１項第４号の８に規定するローカル５Ｇをいう。 

　Ｃ 「収容可能無線局数」とは、免許を受けようとしている電気通信事業者がその業務区域内に開設する基地局が有する通信チャネル数を64kbps換算した通信チャネルの総数を、陸上移動局１局当たりの最繁時呼量0.020アーランで除した値とする。 

(イ) 免許の主体 

　　免許主体は、電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者及び電気通信事業法第165条第２項の規定により電気通信事業者とみなされた地方公共団体を含む。以下この (1)において同じ。)であって、次に掲げる以外の者であること。 

　Ａ 携帯無線通信を行う無線局の免許人 

　Ｂ 広帯域移動無線アクセスシステム（2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。）の無線局の免許人 

(ウ) 運用開始の予定期日 

　運用開始の予定期限は、原則として免許の日から6か月以内であること。 

(エ) 無線局の目的 

　電気通信業務用であること。 	
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無線局免許審査基準

(オ) 最大運用数

　最大運用数は、次に合致することものであること。

Ａ 指定無線局数は、運用開始の日（再免許申請の場合にあっては、再免許の日）以降、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年　　　　度末の利用者数（運用数）見込み及びその算出根拠が、過去の実績、今後の事業計画等から妥当と認められるものであること。また、収容可能数から、当該包括免許以外の陸上移動局（既存の陸上移動局を包括免許とする予定のある場合は、その数を含む。）を差し引いた値を限度とする。

Ｂ 一の通信事業者が、一の陸上移動局に二の特定無線設備を搭載する場合は、特定無線設備の収容可能局数の和から、当該包括免許以外の指定無線局数から差し引いた値を限度とする。

Ｃ 電気通信事業者になろうとする者が免許の申請を行う場合において、最大運用局数に係る計画の欄の記載については、電気通信事業法第10条第2項の規定に基づく電気通信事業登録申請書に添付する資料等に準じたもので差し支えない。

(カ) 空中線電力の指定

　包括免許の有効期間中に開設を予定するすべての空中線電力のうち、最大の値であること。

(キ) 工事設計

Ａ 設備規則第49条の６の12第３項に掲げる規格に適合する無線設備であって、施行規則第15条の３に掲げる規格のいずれかに該当するものであること。

Ｂ 無線通信のように供しようとする無線設備は、技術基準適合証明又は工事設計認証を有するものであること。

Ｃ 技術基準適合証明の内容について、無線局事項書の「電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力」の欄に記載されたものに適合すること。
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無線局免許審査基準

イ 公共業務用又は一般業務用ローカル５Ｇの特定無線局

　　公共業務用又は一般業務用ローカル５Ｇの特定無線局の審査は、第2の4(16)に定める基準、ア 電気通信業務用ローカル５Ｇの特定無線局（（ア）用語の意義、（ウ）運用開始の予定期日、（カ）空中線電力の指定、（キ）工事設計）を準用するほか、次の基準により行う。

(ア) 免許の主体

　免許主体は、次に掲げる以外の者であること。

Ａ 携帯無線通信を行う無線局の免許人

Ｂ 広帯域移動無線アクセスシステム(2575MHzから2595MHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の無線局の免許人

(イ) 無線局の目的

　公共業務用又は一般業務用であること。

(ウ) 最大運用数

　最大運用数は、次に合致することものであること。

Ａ 指定無線局数は、運用開始の日（再免許申請の場合にあっては、再免許の日）以降、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年度末の利用者数（運用数）見込み及びその算出根拠が、過去の実績、今後の運用計画等から妥当と認められるものであること。また、収容可能数から、当該包括免許以外の陸上移動局（既存の陸上移動局を包括免許とする予定のある場合は、その数を含む。）を差し引いた値を限度とする。Ｂ一の免許人が、一の陸上移動局に二の特定無線設備を搭載する場合は、特定無線設備の収容可能局数の和から、当該包括免許以外の指定無線局数から差し引いた値を限度とする。（２）自営等広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局ア電気通信業務用自営等広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局電気通信業務用自営等広帯域移動無線アクセスシステムの特定無線局の審査は、第2の4(17)に定める基準のほか、次の基準により行う。(ア)用語の意義この(2)において使用する用語の意義は、次のとおりとする。「収容可能無線局数」は、次に定める値とする。Ａ陸上移動局(Ｂのもの並びに設する。
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無線局免許審査基準

Ｂ 一の免許人が、一の陸上移動局に二の特定無線設備を搭載する場合は、特定無線設備の収容可能局数の和から、当該包括免許以外の指定無線局数から差し引いた値を限度とする。
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カバーエリア・調整対象区域について

別紙(16)―1カバーエリア及び調整対象区域の算出法



　カバーエリア及び調整対象区域は、基地局が発射し、陸上移動局が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲として地図上に描画するものとし、その算出は次により行う。

１　基地局の諸元

　カバーエリア及び調整対象区域を算出するに当たって使用する基地局の諸元は、工事設計書記載の諸元によることとする。

２　陸上移動局の諸元

　カバーエリア及び調整対象区域を算出するに当たって使用する陸上移動局の諸元は、次のとおりとする。

空中線利得	20dBi	

給電線損失	0dB	

空中線地上高	1.5m	

３　受信電力









４ 描画の精度

　カバーエリア及び調整対象区域の算出に当たっては、100mメッシュの精度の地形情報をもとに算出して描画すること。ただし、詳細な地形情報の入手が困難な場合その他特に必要がある場合には100mメッシュ相当以上の精度の地形情報をもとに算出することができる。

５ （略）





78









image2.jpg



image3.emf



image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image9.emf

 


無線局免許（再免許）申請書 


 


令和元年ＸＸ月ＸＸ日 


関東総合通信局長 殿 


 


 


 


 


 


収入印紙貼付欄 


 


 


 


□電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第４条に


規定する書類を添えて下記のとおり申請します。  


□無線局免許手続規則第 16条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16


条の２の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。  


□無線局免許手続規則第 16条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16


条の３の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。  


 


 


記 


 


１ 申請者 


 


 


 


 


 


 


 


 


住 所 


 


 


 


都道府県－市区町村コード  〔  13016  〕  


 


 


 


 


 


 


 


〒（100－〇〇〇〇） 


東京都千代田区〇〇1丁目2番3号 


 


氏名又は名称及び代表


者氏名 


 


 


フリガナ ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳ ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙ 


○○○○株式会社 


印   


代表取締役社長    ○○ ○○ 


 


２ 電波法第５条に規定する欠格事由  


□有  □無 


 


３ 免許又は再免許に関する事項  


 


 


 


 


 


 


①  無線局の種別及び局数 FB 基地局 1局   


 


 


 


 


 


②  識別信号 [呼出名称]〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ 


③ 免許の番号  


④ 免許の年月日  


⑤ 希望する免許の有効期間   


⑥ 備考 FB 0.316W×1局×3,550円  合計 3,550円 


代理人申請の場合は、代理人の住所、氏名又


は名称及び代表者氏名を申請者の枠下に記


入が必要です。また代理人連絡担当につい


ても申請の内容に関する連絡先の枠下に記


入してください。 


※別途委任状の添付も必要です。  


✔ 


✔ 


数値などは記載の一例です  
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４ 電波利用料 


① 電波利用料の前納 


 


 


 


 


電波利用料の前納の申出の有無  □有    □無   


 


 


 


電波利用料の前納に係る期間  


 


 


□無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法


第13条第２項に規定する無線局を除く。）。  


□その他（    年） 


② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）  


□１の欄と同一のため記載を省略します。  


 


 


 


 


 


 


 


住 所 


 


 


 


都道府県－市区町村コード  〔              〕  


 


 


 


 


 


 


〒（  －  ） 


 


 


部署名 


 


 


フリガナ 


 


 


 


５ 申請の内容に関する連絡先  


 


 


 


 


 


所属、氏名 


 


 


フリガナ ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾞｼﾞｭﾂﾌﾞ ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙ  


 


 


 


 


○○○○株式会社 技術部 


○○ ○○ 


電話番号 03-○○○○-○○○○ 


電子メールアドレス abcd@efgh.co.jp 


 


✔ 


✔ 
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２枚目








フリガナ


設置場所


番号





住　所


東京都千代田区○○4丁目5番6号 ABCビル














16　無線局の区別〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ


区分□設置場所　□常置場所





設置場所の


区別コード


都道府県－


市区町村


コード


(コア制御設備の設置場所の住所を記載)


17


 


無


線


設


備


の


設


置


場


所


又


は


常


置


場


所


1W 送受信所


船舶又は航空機名





C 制御所


○○○○○○


主たる停泊港又は定置場





2





13016





✔
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３枚目


18　無線局の区別





21　備考











19　移動範囲


□船舶　□航空機


20　船舶又は航空機の所有者


　（設置場所又は常置場所と


　する場合）


基本コード付加コード備考








□免許人　□その他（　　　　　　　　　　　）所有者


区分
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◇事項書(1) 別紙


*無線局の種別コード*


*備考*





２７.０ＧＨｚ～２９.５ＧＨｚを使用する第五世代移動通信システムの事業者とは、同期方式に


よる通信のため、調整不要。


隣接する地域に２８.２ＧＨｚ～２８.３ＧＨｚを使用する第五世代移動通信システム事業者は存


在しないことを確認済み（本基地局によるサービスエリアマップを添付）。
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３枚目


　


発


射


す


る


電


波


の


型


式


、


周


波


数


及


び


空


中


線


電


力


1


21　無線局の区別〇〇５Ｇちよだ４ちょうめ　　　（　1　局分）


周波数


番号


電波の


型式


周波数空中線電力


実効輻射電力又は


等価等方輻射電力


補足事項


99M9


X7W


28.25MHz0.316W
































22
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◇事項書(1) 別紙


*無線局の種別コード*


*備考*


DX1N シングルキャリア周波数分割多元接続方式または直交周波数分割多元接続方式





第2装置は第1装置と同じ。





（注）100MHzで認証取得した場合には、99M9となる根拠資料(機関で取得したスペクトラム


      アナライザー波形等)が別途必要。
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特定無線局免許（再免許）申請書 


 


令和元年ＸＸ月ＸＸ日 


関東総合通信局長 殿 


 


 


 


 


 


収入印紙貼付欄 


 


 


 


□電波法第27条の３の規定により、特定無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規


則第20条の６に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。  


□無線局免許手続規則第 20条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受けたいの


で、第20条の９の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。  


□無線局免許手続規則第 20条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受 けたいの


で、第20条の10の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。  


 


 


記 


 


１ 申請者 


 


 


 


 


 


 


 


 


住 所 


 


 


 


都道府県－市区町村コード  〔  13016   〕  


 


 


 


 


 


 


 


〒（100－〇〇〇〇） 


東京都千代田区〇〇1丁目2番3号 


 


氏名又は名称及び代表


者氏名 


 


 


フリガナ ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｼｬﾁｮｳ ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙ 


○○○○株式会社 


印   


代表取締役社長    ○○ ○○ 


 


２ 電波法第５条に規定する欠格事 由 


□有  □無 


 


３ 免許又は再免許に関する事項  


 


 


 


 


 


①  特定無線局の種別 ML 陸上移動局   


 


 


 


 


② 包括免許の番号  


③ 包括免許の年月日  


④ 希望する包括免許の有効期間   


⑤ 備考  ML 200mW  10,200円 


 


代理人申請の場合は、代理人の住所、氏名


又は名称及び代表者氏名を申請者の枠下に


記入が必要です。また代理人連絡担当につ


いても申請の内容に関する連絡先 の枠下に


記入してください。 


※別途委任状の添付も必要です。 


✔ 


✔ 
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４ 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）  


□１の欄と同一のため記載を省略します。  


 


 


 


 


 


 


 


住 所 


 


 


 


都道府県－市区町村コード  〔              〕  


 


 


 


 


 


 


〒（  －  ） 


 


 


部署名 


 


 


フリガナ 


 


 


 


５ 申請の内容に関する連絡先  


 


 


 


 


 


所属、氏名 


 


 


フリガナ ﾏﾙﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾞｼﾞｭﾂﾌﾞ ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙ  


 


 


 


 


○○○○株式会社 技術部 


○○ ○○ 


電話番号 03-○○○○-○○○○ 


電子メールアドレス abcd@efgh.co.jp 


 


✔ 
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２枚目（特定無線局（電波法第27条の２第１号に掲げる無線局に係るものに限る。）に限る。）


以下の事項については別紙のとおり。


ア　提供する役務の概要　


イ　運用開始の日以降、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年度の利用者数


　　(運用数）見込み及び算出根拠。


　　→　4欄の「最大運用数」と連動しますので、利用者数見込みが大小する場合は4欄の数字


　　　も修正してください。


17　無線局の区別


○○５Gちよだ４ちょうめいどう


1～1000


18


　


最


大


運


用


数


に


係


る


計


画


等
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基本コード付加コード備考








３枚目（通信の相手方が外国の人工衛星局である場合及び特定無線局が外国の無線局により制御され、


又は管理される場合に限る。）


24　通信の制御に関する事項











25　業務区域


26　備考





19　無線局の区別








20　外国の人工衛星の軌道又は位置


23　人工衛星局の通信の相手方であつて


　陸上に開設する移動しない無線局（人


　工衛星の位置、姿勢等の制御を目的と


　するものを除く。）に関する事項


21　通信の相手方となる人工衛星局の使


　用可能期間





22　人工衛星局の位置、姿勢等の制御を


　目的とする地球局に関する事項
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中心周波数周波数帯幅








トランスポンダ


番号


ビーム名




































































４枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の４、設備規則第49


条の24の２及び設備規則第49条の24の３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。）


27　無線局の区別


人工衛星の名称








周波数帯
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周


波


数


配


列


情


報





偏波面コード補足事項
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５枚目（ＶＳＡＴ地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の４、設備規則第49


条の24の２及び設備規則第49条の24の３に規定する携帯移動地球局の場合に限る。）


地球局の形態配置エリア





補足事項





30


　


宇


宙


通


信


概


念


情


報


29　無線局の区別





人工衛星の名称


アップリンク／


ダウンリンクの別





回線の使用目的周波数帯
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(簡易な免許手続)


第１５条　第１３条第１項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で


　定める無線局の免許については、第六条及び第８条から第１２条までの規定にかかわらず、総務省令で定め


　る簡易な手続によることができる。
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image26.png
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第5世代通信システム（５Ｇ）の概要

2
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第5世代移動通信(5G)とは

総務省資料より

Ø 従来の高速大容量通信に加え、超低遅延、多数同時接続などの機能を拡張

Ø 社会インフラ基盤の一つとして、ますます重要性が高まる
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第5世代移動通信(5G)とは

Recommendation ITU-R M.2083-0 (09/2015)

モバイルブロードバンドの高度化(eMBB)

大量のマシンタイプ通信
(mMTC)

超高信頼・低遅延通信
(URLLC)

eMBB: enhanced Mobile Broadband,     mMTC: massive Machine Type Communications,     URLLC: Ultra-Reliable and Low Latency Communications

Ø ＩＴＵ－Ｒによる５Ｇの利用シナリオ（コンセプト）： 必要な機能を必要な場所に提供

5Gの主な要求条件

ユーザ体感
伝送速度
(Mbps)

最高
伝送速度
(Gbps)

周波数
効率

移動性能
(km/h)

システム
通信容量

(Mbps/m2)

接続端末密度
(端末数/km2)

遅延
(ms)

エネルギー
効率 4G

5G
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５Ｇが実現する未来

https://go5g.go.jp/
video/

https://go5g.go.jp/video/
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５Ｇのネットワーク構成について

制御信号 通信トラフィック

n ５Ｇは、導入当初の技術仕様上、５Ｇの無線局に加えて、制御のための信号をやりとりするために、
４Ｇの基地局、コアネットワークが必要となる。【NSA※1構成】

n 将来は、５Ｇの基地局、コアネットワークのみで動作するネットワークに移行する見込み。【SA※2構成】

５Ｇ基地局

４Ｇ
基地局 ローカル５Ｇ事業者等が、局所的な

４Ｇの基地局、コアネットワークを自前
で運用する仕組み（自営等ＢＷＡ）
を合わせて整備することが必要。

この他、既存の全国ＭＮＯや地域
ＢＷＡ事業者から４Ｇの基地局や
コアネットワークを借り受けることも可能。

NSA構成
※1 ＮＳＡ：Non Stand Alone
※2 ＳＡ：Stand Alone

５Ｇ基地局

SA構成

総務省資料をベースに作成

4Gコアネットワーク 5Gコアネットワーク
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ローカル５Ｇの概要
n ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの

建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる5Gシステム。

＜他のシステムと比較した特徴＞
n 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、
Ø 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築可能。
Ø 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
Ø 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

n Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用

総務省資料より
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ローカル5Gの周波数と導入スケジュール
n ローカル5Gは、4.6-4.8GHz及び28.2-29.1GHzの周波数を利用することを想定している。
n 地域ニューズの応じ早期導入を図るため、「NSA構成」を前提に28.2-28.3GHzについて先行

し、昨年12月24日に制度化された。

総務省資料より
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ローカル５Ｇ導入ガイドラインの概要

総務省資料より

n ローカル５Ｇの概要、免許の申請手続、事業者等との連携に対する考え方等の明確化を図
るため、昨年12月17日にガイドラインが策定された。

１．ローカル５Ｇの免許主体
n ローカル５Ｇは当面「自己の建物内」又は「自己の

土地内」での利用を基本とする。
n 建物や土地の所有者が自らローカル５Ｇの無線局免

許を取得可能。
n 建物や土地の所有者から依頼を受けた者が、免許を

取得し、システム構築することも可能。
n 携帯事業者等(※)によるローカル５Ｇの免許取得は

不可。

2．電波法の手続き
n 無線局の免許申請及び事前の干渉調整が必要。

（標準的な免許処理期間は約１ヶ月半）
n 基地局は個別の免許申請が必要。端末は、包括免許

の対象として、手続きを簡素化。
n ローカル５Gの電波利用料は、

基地局：2,600円/年
端末(包括免許)：370円/年

3．電気通信事業法の手続き
n ローカル５Ｇを実現するサービス形態によっては、電気通

信事業の登録又は届出が必要。

4．携帯事業者等との連携
n ローカル５Ｇの提供を促進する観点から、携帯事業者等に

よる支援は可能。（ただし、携帯事業者等のサービスの補
完としてローカル５Ｇを用いることは禁止）

n 公正競争の確保の観点から、ローカル５Ｇ事業者は、ロー
ミング接続の条件等について不当な差別的取扱いを行うこ
と（特定の事業者間の排他的な連携等）は認められない。

n NTT東西について、携帯事業者等との連携等による実質的
な移動通信サービスの提供を禁止。

（※） 携帯電話サービス用及び広帯域無線アクセス用の周波数帯域
（2575-2595MHzを除く）を使用する事業者

5．サイバーセキュリティ対策
n ローカル５Ｇは、安心して利用できるものとする必要があ

り、十分なサイバーセキュリティ対策を講じることが必要。



５Ｇ総合実証試験の概要

３
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• 全国から785件応募
• 総務大臣賞など
優秀アイデア11件を表彰

• 地方発のアイデアを発掘

• 実証内容：
8つの課題＋コンテストの
優良アイデアを組み合わせた
総合的なソリューション

• 実施者：
通信事業者に加え、
地域のビジネスパートナー

• 実施場所：
小規模自治体など
（よりルーラルへ）

• 実証目的：
地方の抱える様々な課題の
総合的な解決

• 13プロジェクト
• ＩＣＴインフラ地域展開戦略
検討会「8つの課題*」に対応

• ６プロジェクト
• 提案された5G利活用分野の
ベンチマーク

2017年度 実証試験 2018年度 実証試験 2019年度 実証試験

5Ｇ利活用
アイデア コンテスト

５
Ｇ
の
地
方
へ
の
展
開

2020年

n 総務省は、2017年度から3年計画で5G総合実証試験を開始

n 幅広く地方の視点でアイデアを発掘するため、5G利活用アイデアコンテストを実施
最終年度は、地方の抱える様々な課題の総合的な解決に重点をおいて実施予定

「8つの課題*」
ICTインフラ地域展開戦略検討会（総務省）

1 労働力
2 地域産業
3 観光
4 教育
5 モビリティ
6 医療介護
7 防災・減災
8 マイナンバーカード利活用

５Ｇ総合実証試験（総務省）

総務省資料より
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2017年度 5G総合実証試験（一覧）

総務省資料より
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2017年度 5G総合実証試験（ダイジェスト）

https://youtu.be/4k
HkL7OQssQ

https://youtu.be/4kHkL7OQssQ
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2018年度 5G総合実証試験

総務省資料より
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5G総合実証試験における試験内容の概要

高速・大容量
(eMBB)

高信頼・低遅延
(URLLC)

(時速60km以上の電車への通信)

(遠隔医療)

(建機の遠隔制御)

(トラックの隊列走行)

(4K/8K高精細マルチ映像伝送)

(小学校でのICT教育)

多数同時接続
(mMTC)

(体調や職場環境モニタリング)

(橋梁の劣化監視)
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2018年度 5G総合実証試験（ダイジェスト）

https://youtu.be/Nb
fDnXcTISc

https://youtu.be/NbfDnXcTISc
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n 初年度（2017年度）は、実際の5G利活用分野を想定した技術検証を、事業者が実施したいテーマと場所で実施。
n ２年目（2018年度）は、ICTインフラ地域展開戦略検討会の「８つの課題」を意識し、技術検証・性能評価を継続。あわせて、「5G利活

用アイデアコンテスト」を開催し、地方発の発想による実証テーマを募集。
n ３年目となる本年度は、これまでの技術検証の成果とアイディアコンテストの結果を踏まえ、5Gによる地域課題の解決に資する利活用モ

デルに力点を置いた総合実証を、地域のビジネスパートナーとともに実施。

ICTインフラ
８つの課題

実証テーマ
（2017）

実証テーマ
（2018） 実証テーマ（2019）

労働力 ・建機遠隔操作
・テレワーク

・建機遠隔操作
・テレワーク
・スマート工場

・クレーン作業の安全確保保
・建機の遠隔操縦等

地場産業 － ・スマート農業 ・酪農・畜産業の高効率化
・軽種馬育成支援

観光 ・高精細コンテン
ツ配信

・インバウンド対策
・8Kﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ

・VRを利用した観光振興
・イベント運営支援

教育 － ・スマートスクール ・伝統芸能の伝承
モビリティ ・隊列走行 ・隊列走行 ・隊列走行・車両遠隔監視

・悪天候での運転補助
医療・介護 ・遠隔医療 ・遠隔医療 ・遠隔高度診療

・救急搬送高度化
・介護施設見守り

防災・減災 ・防災倉庫 ・スマートハイウェイ
・ドローン空撮

・鉄道地下区間における
安全確保支援

行政サービス － ・除雪車走行支援 ・除雪車走行支援
・山岳登山者見守り

全
国
で
の
５
Ｇ
サ
ー
ビ
ス
開
始

５
Ｇ
利
活
用
ア
イ
デ
ア
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催

地
域
か
ら
出
さ
れ
た
利
活
用
ア
イ
デ
ア
の
実
証

事業者提案型の実証 地域課題解決型の実証

2020～

2019年度 5G総合実証試験にあたって

総務省資料より
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2019年度 5G総合実証試験一覧
技術分類 技術目標 主な実施内容 主な実施場所 主な実施者

超高速
大容量

複数基地局、複数端末の環境下
で基地局当たり平均4-8Gbpsの
超高速通信の実現

① 高精細画像によるクレーン作業の安全確保
② 介護施設における見守り・行動把握
③ 映像のリアルタイムクラウド編集・中継
④ 伝統芸能の伝承（遠隔教育）
⑤ 音の視覚化による生活支援
⑥ VRとBody Sharing技術による体験型観光
⑦ 遠隔高度診療
⑧ 救急搬送高度化

① 愛媛県
② 広島県広島市
③ 宮城県仙台市
④ 岐阜県東濃地域
⑤ 岐阜県東濃地域
⑥ 沖縄県那覇市
⑦ 和歌山県和歌山市等
⑧ 群馬県前橋市

株式会社ＮＴＴドコモ
① 国立大学法人愛媛大学
② SOMPOホールディングス株式会社
③ 株式会社仙台放送
④ 株式会社CBCクリエイション
⑤ サン電子株式会社
⑥ Ｈ２Ｌ株式会社
⑦ 和歌山県
⑧ 前橋市

移動時において複数基地局、複
数端末環境下で基地局当たり平
均1Gbpsを超える超高速通信の
実現

① 雪害対策（除雪効率化）
② 濃霧中の運転補助
③ ゴルフ場でのラウンド補助
④ 鉄道地下区間における安全確保支援

① 福井県永平寺町
② 大分県
③ 長野県長野市
④ 大阪府大阪市等

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
① 永平寺町
② 大分県
③ 株式会社ミライト
④ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

屋内において端末上り平均
300Mbps を超える超高速通信
の実現

① 選手・観客の一体感を演出するスポーツ 観戦
② 酪農・畜産業の高効率化
③ 軽種馬育成産業の支援

① 大阪府東大阪市
② 北海道上士幌町
③ 北海道新冠町

株式会社国際電気通信基礎技術研究所
① 株式会社ジュピターテレコム
② とかち村上牧場
③ 有限会社日高軽種馬共同育成公社

超低遅延

高速移動時において無線区間
1ms、End-to-End で10msの
低遅延かつ高信頼な通信の実現

① 被災時の避難誘導・交通制御
② トラック隊列走行、車両の遠隔監視・ 遠隔操作

① 福岡県北九州市
② 静岡県浜松市等

Wireless City Planning株式会社
① 日本信号株式会社
② 先進モビリティ株式会社

複数基地局、複数端 末の環境下
で端末上り平均300Mbpsを 確
保しつつユーザーニーズを満た
す高速低遅延通信の実現

① 山岳登山者見守りシステム
② スポーツ（スラックライン）大会運営支援
③ VRを利用した観光振興
④ 建機の遠隔操縦・統合施工管理システム

① 長野県駒ケ根市
② 長野県小布施町
③ 熊本県南阿蘇村
④ 三重県伊賀市

KDDI株式会社
① 国立大学法人信州大学
② 株式会社Goolight
③ 学校法人東海大学
④ 株式会社大林組

多数
同時接続

多数の端末から同時接続要求を
処理可能とする通信の実現 （請負公告中）① トンネル内における作業者の安全管理

② 見える化による物流の効率化
① 北海道
② 東京都練馬区

Wireless City Planning株式会社
① 大成建設株式会社
② 日本通運株式会社

令和元年9月6日 総務省報道発表資料 発表時点の内容であり、今後、変更や追加等があり得る
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高精細画像によるクレーン 作業の安全
確保

実施者：NTTドコモ、愛媛大学
実施場所：愛媛県

建機の遠隔操縦・統合施工管理システム

実施者：KDDI、大林組
実施場所：三重県伊賀市

酪農・畜産業の高効率化

実施者：国際電気通信基礎技術研究
所、とかち村上牧場

実施場所：北海道上士幌町

軽種馬育成産業の支援

実施者：国際電気通信基礎技術研究所、
日高軽種馬共同育成公社

実施場所：北海道新冠町

映像のリアルタイムクラウド 編
集・中継

実施者：NTTドコモ、仙台放送
実施場所：宮城県仙台市

山岳登山者見守りシステム

実施者：KDDI、信州大学
実施場所：長野県駒ケ根市

スポーツ大会運営支援

実施者：KDDI、Goolight
実施場所：長野県小布施町

介護施設における見守り・ 行
動把握

実施者：NTTドコモ、
SOMPOホールディングス

実施場所：広島県広島市

VRとBody Sharing技術による
体験型観光

実施者：NTTドコモ、Ｈ２Ｌ
実施場所：沖縄県那覇市

遠隔高度診療

実施者：NTTドコモ、和歌山県
実施場所：和歌山県和歌山市等

伝統芸能の伝承（遠隔教育）

実施者：NTTドコモ、CBCクリエイション
実施場所：岐阜県東濃地域

音の視覚化による生活支援

実施者：NTTドコモ、サン電子
実施場所：岐阜県東濃地域

救急搬送高度化

実施者：NTTドコモ、前橋市
実施場所：群馬県前橋市

雪害対策（除雪効率化）

実施者：NTTコミュニケーションズ、永平
寺町

実施場所：福井県永平寺町

濃霧中の運転補助

実施者：NTTコミュニケーションズ、大
分県

実施場所：大分県

ゴルフ場でのラウンド補助

実施者：NTTコミュニケーションズ、
ミライト

実施場所：長野県長野市

鉄道地下区間における安全確保支
援

実施者：NTTコミュニケーションズ、
伊藤忠テクノソリューションズ

実施場所：大阪府大阪市等

選手・観客の一体感を演出する ス
ポーツ観戦

実施者：国際電気通信基礎技術研究所、
ジュピターテレコム

実施場所：大阪府東大阪市

VRを利用した観光振興

実施者：KDDI、東海大学
実施場所：熊本県南阿蘇村

トラック隊列走行、車両の遠隔 監視・
遠隔操作

実施者：Wireless City Planning、先進モ
ビリティ

実施場所：静岡県浜松市等

現時点での実施内容であり、今後、変更や追加等があり得る。
実施者及び実施場所は主なもの。

行政サービス
防災・減災

医療・介護
モビリティ
教育

観光
地場産業
労働力

アイデアコンテスト

被災時の避難誘導・交通制御

実施者：Wireless City Planning、
日本信号

実施場所：福岡県北九州市

トンネル内における作業者の安全管理

実施者：Wireless City Planning、大成建設
実施場所：北海道

見える化による物流の効率化

実施者：Wireless City Planning、
日本通運

実施場所：東京都練馬区

2019年度 5G総合実証試験概要

総務省資料より
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（参考）５Ｇ国際シンポジウム2020

会期：2020年2月19日(水)～20日(木) 9:30 - 17:00 (初日午前は展示のみ)
会場：東京・有明 TFTホール(TFTビル西館2Ｆ)
主催：総務省
共催：第5世代モバイル推進フォーラム

一般社団法人 電波産業会
後援：一般社団法人 情報通信技術委員会

月日 時間 プログラム概要

2/19 9:30- 受付・会場（午前中は展示のみ）

13:00-13:10 主催者挨拶 総務省

13:10-13:20 基調講演 吉田進 第5世代モバイル推進フォーラム 会長

13:25-14:25 招待講演 ① Mr.Sumeet Singh,Vice President,
Verizon Communications Inc. 

②╤蕁誆讘 縓嗖𢙺迁髟

14:25-17:00 第1部：５Ｇ総合実証試験の成果
・ 司会 奥村幸彦 5GMF 5G-TPGリーダ
・ 発表者 2019年度5G実証試験請負6ｸﾞﾙｰﾌﾟの代表

今井哲朗 東京電機大学 齸闣

2/20 9:30- 受付・会場

10:00-11:40 第２部：５Ｇサービスの実現
・ モデレータ 関口 和一 (株)ＭＭ総研代表取締役所長
・ パネリスト 携帯事業者4社の代表

13:10-14:40 第３部：ローカル５Ｇへの期待
・ モデレータ 三瓶政一 大阪大学 教授

（5GMF地域利用推進委員長）
・ パネリスト 調整中

14:50-16:10 第４部：５Ｇの活用における企業間連携
・ モデレータ 岩浪剛太 (株)インフォシティ代表取締役

(5GMFアプリ委員長）
・ パネリスト 5G利活用業界関係者

16:10-16:15 閉会挨拶 （一社）電波産業会

https://5gmf.jp/event/20200114140018/
【開催案内(参加登録)】

https://5gmf.jp/event/20200114140018/


5G利活用の参考例

４
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5Gの利活用に関する参考例

ＡＩの活用を拡大

空間(体験)の共有

・高精細(4K/8K)映像の[低遅延]伝送

・高度な画像処理・Deep learning

スマートシティ

安全安心な駅

介護施設の見守

濃霧の運転補助

・高精細映像/センサー情報の[低遅延]伝送

遠隔医療

建機の遠隔操縦

伝統芸能の伝承

体験型観光

畜産業の効率化

スポーツ大会

スポーツ観戦

酒造産業

https://go5g.go.jp/result/ https://go5g.go.jp/scene/

https://go5g.go.jp/result/
https://go5g.go.jp/scene/


ご清聴ありがとうございました

https://5gmf.jp/



（参考） ５Ｇ総合実証試験の詳細



(参考) 2017年度実証試験の詳細

１
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅰ>
・超高精細ビデオストリーミング

・高度化された都市セキュリティ

・遠隔診療

高精細映像を用いて遠隔監視によるセキュリティ

8K映像コンテンツのマルチチャネル伝送

和歌山県立医科大学と和歌山県内の地域診療所

5G
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅱ>

・高速移動体向けエンターテインメント
鉄道を用いた試験環境

測定されたスループット
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅲ>

・建機の遠隔操作

Wi-Fi

5G

建機によって3つのブロックを
動かすのに必要な時間で評価
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅳ>

・スタジアムでのエンターテインメント
（高精細ビデオストリーミング）

・駅セキュリティの確保

RU

5G terminal
(50 units)

BBU
WEB SERVER

Capture server
Copying Data

SWITCH

Base station

ANT

Tx Rx

試験構成

駅における試験装置
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅴ>

・トラックの隊列走行と遠隔操作

4.7 GHz帯無線区間レイテンシ

- No buildings and other obstacles around test course 
àRadio Environment: Typical two radio path model, 

where Direct (LoS) wave and Reflected wave from road surface) are dominant 

Base Station
(Antenna: 5m high)

Approx.1.5 km 
(28GHz band)

LOS (Line-Of-Sight)
Radio Propagation 

Environment in V2N 
Test course

BS’s Beam 
Direction

Approx. 1.9 km 
(4.7GHz band)

4.7 GHz Band : Approx. 1.9 km (Max)
28 GHz Band : Approx. 1.15 km (Max)

Moving Direction

BS

Mobile Station Side (TUE)

TUECore

Max Speed: v ( < 90 km/h)
Base Station Side (BS)

V2Nのためのフィールド試験環境
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2017年度 5G総合実証試験の成果<Ⅵ>

・ロジスティクス（物流管理）

・スマートオフィス

5GのmMTC性能を

評価するシステム

スマートオフィス環境



(参考) 2018年度実証試験の詳細

２
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2018年度 5G総合実証試験の成果<Ⅰ>
- エンターテインメント
- ワークプレイス
- スマートシティ
- 医療

恐竜博物館の遠隔訪問

広域監視サービス

救急患者搬送の効率化

動くサテライトオフィスの実現
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2018年度5G総合実証試験の成果<Ⅱ>
- エンターテインメント
- 交通

高速移動体に対する高精細映像配信

安全な鉄道運行管理のための鉄道インフラ監視

4.5GHz帯域での映像ダウンロードの結果
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2018年度5G総合実証試験の成果<Ⅲ>
- 自動車向けサービス
- 建機の遠隔操縦
- ドローン空撮による4K映像配信
- ゴルフトーナメント映像のリアルタイム配信
- 除雪車運行支援

建機の遠隔操縦

ドローン空撮による4K映像配信

除雪車運行支援
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2 
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20 
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2018年度総務省5G実証試験成果<Ⅳ>
- より安全安心な駅を実現
- 学校の高精細映像を活用した授業を具現化
- 工場設備の5G制御でレイアウト性向上

安全安心をより向上させる駅での実証試験成果

学校において端末を多数接続した速度結果

工場では3次元データを5G伝送し、ロボットを制御

4Kカメラを搭載したロボットから映像を
途切れずサーバへ伝送し、急病人の早
期発見や不審者の自動認識を実証

5Gタブレットを活用し、渡航者の通訳と同
時に４K映像で観光案内 

   

5G Tablet 

NLOS LOS LOS 

4K movie camera 

Time [s] 

5G基地局

3次元計測
センサ

(5G端末接続)

産業用ロボット
(5G端末接続)

部品

モニタPC

ロボット
と部品の
3次元位置
を計測

ロボットの動きと
センサ測定結果を

モニタする

3次元位置データから部品
を拾い、所定位置へ実装

配置替え後、ロボットが位置
データを元に、自動で作業
を継続することに成功
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2018年度5G総合実証試験の成果<Ⅴ>
- トラック隊列走行
システム構成

新東名高速道路における実証試験

ULとDLの
伝送遅延

5G-NRECU (Electronic Control Unit)内における
隊列制御システム間の通信遅延

車間距離： 35 m
トラック走行速度： 70 km/h
テストコースの全長： 14 km 

5G URLLCシステムを用いた車
車間制御メッセージ伝送により、
運転手の介入なしで、8分間の
協調アダプティブクルーズコント
ロール（隊列走行）を提供できる
ことを確認
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モバイルバッテリ

5G－mMTC無線ユニット

センサコントロー
ルユニット

圧力・空圧
センサ

センサ内蔵クッション

2018年度5G総合実証試験の成果<Ⅵ>
- スマートハイウェイ
- スマートオフィス
スマートハイウェイ

スマートオフィス

橋脚と橋桁（上の道路）、その間にゴム支承に
加速度センサーを設置し、橋の状態をセンシング

5G mMTC
無線機

可搬型の5GeMBBの装置を使い、弊社鉄塔に設
置した4Kカメラの映像伝送と、5Gコアとエッジ
サーバによるAI解析を行いました。4Kにより、広
範囲の落下物検知が可能となりました。

職員の体調情報を取得するデバイスとして、圧力センサーを
内蔵したクッションに5GmMTC端末を接続し、体動、呼吸、
脈拍の取得をしています。このようにリアルタイムに心拍、
呼吸の情報を取得できています。



(参考) 2019年度実証試験の計画

３
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大学病院

リアルタイム
コミュニケーション

に基づく遠隔高度診療

専門医

有線ネットワーク

高精細
TV会議システム

派遣された
医師

5G

移動診療車

診療所

5G

５Ｇユーザー
端末

高精細
TV会議システム

５Ｇユーザー
端末

5G基地局 5G基地局
5Gコア装置

基地局設置個所
（前橋市役所）

ドクターカー

アンテナ

救急車5Gユーザー
端末

5Gユーザー
端末

4K高精細映像伝送
・俯瞰映像
・接写カメラ映像
・ベッドサイドモニタ

4K高精細映像伝送
・俯瞰映像
・接写カメラ映像
・エコー映像
・12誘導心電図映像
・ベッドサイドモニタ

救急車情報 Dr.カー情報
救急車情報

Dr.カー情報

模擬救急病院拠点相当
（前橋市役所内）

有線接続

かかりつけ医
拠点相当

（前橋市役所内）

－ 遠隔高度診療(和歌山県)

－ 救急搬送高度化(前橋市)

医師が経験の少ない専門外の
診療科の診療をする際に、遠隔
地の大学病院の専門医による
指示を受け、患者に対して適切
に診断・治療を提供

救急車からの高精細映像等を
ドクターカー、救急指定病院や
かかりつけ医へ一斉配信。患
者の症状の早期共通し、受入
先・受入方法検討の時間短縮

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅰ-1>
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食前撮影

食事時に来訪者および食事の高精細映像データを伝送施設内食堂

顔認証による来訪者特定
禁食アラート

5G
基地局 基地局

移動局

認証用カメラ

個人認証を行い
禁食アラート表示

映像解析
自動記録

食後撮影

5G

移動局

運転台

5G5G

高精細映像に基づき運転
することで工員の安全を確保

運転台からの死角と
なる映像を高精細に
撮影してアップロー
ド

5Gコア装置

－クレーン作業の安全確保(愛媛県)

－介護施設における見守り・
行動把握(広島県)

高精細映像を運転台に送信すること
で、死角を解消し、その映像を確認し
ながら安全に作業できる環境を実現

介護施設において、映
像解析による個人ごと
の食事管理(禁食制限・
残量管理)などの見守
り・行動把握を実施

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅰ-2>
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地歌舞伎演者（生徒）

地歌舞伎演者による演技を
リアルタイムかつ複数アングル
の映像を確認し演技指導

5G 5G

師範

歌舞伎師範の
模範演技を
高精細映像で表示

教室１

教室2

４K

４K

４K
４K

5G
解析用サーバ
（PC）

車両が接近！

音声・映像をサーバへ送信 解析結果を映像情報として送信

情報をスマートグラスに表示

家族・介護者に解析結果を通知

－伝統芸能の伝承（岐阜県）
複数の地歌舞伎教室で高精
細映像による双方向コミュニ
ケーションを実現し、師範によ
る効率的で質の高い演技指
導により伝統技術の伝承を実
現

－音の視覚化による生活支援(岐阜県)
聴覚障害者に、周囲の
危険音等や周囲の映像
から施設等の詳細情報
を視覚情報として伝え
ることで、聴覚障碍者の
生活支援を実施

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅰ-3>
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①様々な映像を撮影し
5Gでクラウドへアップロード

5G
※5Gプレサービスエリアのビルを想定

5G

屋外基地局
（イベント会場）

屋外基地局
（放送局）

編集用クラウドサーバ
（ドコモイノベーションクラウド環境）

②編集素材のアップロード
③5Gストリーミング配信

5G 5G

4K映像伝送
力覚（水の抵抗）情報

カヤックロボットの傾き情報

カヤックロボット

－ 映像のリアルタイム
クラウド編集・中継
(仙台市)

－ VRとBody Sharing技術
による体験型観光(沖縄県)

大規模な地上波放送設備を利
用することなく、イベント中継時
等における映像伝送、映像編集
の実現

新しい観光振興のスタイルと
して、遠隔地からでも観光地と
同様にアクティビティを仮想体
験できるサービスの実現

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅰ-4>
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除雪車

5G

除雪車の周辺の映像を
5G経由で伝送

カメラ映像を除雪車
の位置情報と合わせ
て 町民などの利用
者へ 情報提供

HMDで積雪、除雪状況
等を確認しながら操縦者
を指導

5
G

積雪状況の映像を
5G経由で伝送

端末搭載（巡回）車両（20km/h程度）

端末搭載車両（20km/h程度）

5G基地局
（4.5GHz帯）

5G基地局
（4.5GHz帯）

LTE

Ｄ映
像

クラウドサービス
（AI）

LTE
網

画像解析AIにより
安全走行に必要な
道路情報を表示

※イメー
ジ

画像

サーマルカメラ・
4Kカメラ画像をク
ラウドへアップし、
画像解析データを
取得

5Gプレサービスエリアで試験

昭和電工ドーム大分

5G

Ｄ映
像

クラウドサービス
（AI）

5GとLTEのレスポン
ス
タイム等の比較

サーマルカメラ・
4Kカメラ画像をク
ラウドへアップし、
画像解析データを
取得

ヘッドアップディスプレイ又は
タブレット上にAR的に表示

・前方車両
・白線
・ガードレール

※イメー
ジ

画像

画像解析AIにより
安全走行に必要な
道路情報を表示

端末搭載車両（カート2台）10～30km/h

ヘッドアップディスプレイ又は
タブレット上にAR的に表示

・前方車両
・白線
・ガードレール

端末搭載車両（バス）60km/h程度

5G基地局
（4.5GHz帯）

LTE基地局

大分県内の高速道路

－ 雪害対策(除雪効率化)
(福井県)

－ 濃霧中の運転補助(大分県)

除雪車の位置情報や除雪状
況の高精細映像を住民に配
信、またHMD（ﾍｯﾄﾞﾏｳﾝﾄﾃﾞｨｽ

ﾌﾟﾚｲ）を用いた除雪車の操縦
指導等の習熟訓練に活用

車両に搭載した高精細カメ
ラ映像の画像解析により、
白線や前方車両等を検出し
をドライバーへ提供すること
で濃霧でも安全に走行でき
る運転補助システムを実現

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅱ-1>
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映像解析による
自動検知車両内4Kカメラ

（4台程度）

地下区間走行中列車内

スマートフォン

5G移動局（2台）

映像レコーダ

映像解析サーバ

駅員・指令室等

5G基地局（2
台）28GHz帯 LTE回線等

データセンタ地下鉄駅ホーム

速度50km/h程度

5G

5G

（映像サーバ)
（落下地点予測アプリ)

(4K360°カメラ)

Wi-Fi ボールの落下予測地点画像や4K360°カメラからのライブ映像を
次世代ゴルフカートやタブレットに表示次世代ゴルフカート

（10km/h程度）

スイング時の映像を伝送

プレイ状況の4K360°ライブ映像を伝送

タブレット

移動局端末
（28GHz帯）

5G基地局
（28GHz帯）

5G基地局
（28GHz帯）

移動局端末
（28GHz帯）

(4Kカメラ)－ ゴルフ場でのラウンド補助
(長野県)

－ 鉄道地下区間の安全確保支援
(大阪府)

高精細カメラ映像による
ボールの落下地点予測や、
ライブ映像を次世代ゴルフ
カート等に配信し、プレー
時間短縮とユーザビリティ
の向上を実現

地下鉄列車内の様子を撮影した高
精細映像を映像解析し、列車内の
異常等を自動検知し、駅員などに
通報することで地下鉄の定時運行、
乗客の安全を確保

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅱ-2>
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「スラックライン」は幅5cmのライン上でアクロバティックな技を展
開し、その難易度や美しさを競い合うニュースポーツ。
世界80カ国において、300万人以上が愛好している。

①競技映像上に、高さや
難易度をリアルタイム表示

スラックライン競技映像
5G基地

局

②競技者の体感を疑似体験

競技映像
競技者の体感情

報

観客席

－ スポーツ（スラックライン）
大会運営支援(長野県)

－ VRを利用した観光振興(熊本県)

競技中の選手の高精細映像のリアル
タイム伝送と競技中の振動情報を観客
席に低遅延伝送することで、ニュース
ポーツ「スラックライン」の競技大会に
おいて、エンターテインメント性の高い
観戦体験を提供

ドローンで撮影した360度高精細VR映

像を、地上の観光客にリアルタイム配
信し、その映像と、その他の360度高
精細VR映像(撮影済みのコンテンツな
ど)を階層化し、観光客の操作により自
由に切り替え可能な観光映像を実現

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅲ-1>
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地上
150mまで

5G端末
4Kカメラ 5G基地局

５G Core
映像サーバーPC
本部ディスプレイ

：高精細(4K)
映像データ

救助隊による映像確認

音声発話・
映像伝送拡声器

：呼びかけデータ
(音声)：LTE

5G端末

5G搭載ドローン

救助隊

遭難者

山岳救助
消防本部

LPWA用端末

発話操作
5G基地局

施工現場

①掘削・積込み・運搬

②荷下し ③敷均し

④転圧

自動運転

レーザースキャナー
出来型計測

遠隔操縦室

建機の制御情報

建機からの映像

分析
(施工管理システム)

遠隔操縦席

実
施
構
成
図

5G

5Gアンテナ 無線エントランス

－ 山岳登山者見守りシステム
(長野県)

－ 建機の遠隔操縦・統合施工管理
システム(三重県)

高精細カメラを搭載したドローン
からの空撮映像をリアルタイム
に捜索本部に配信し、遭難者の
状況把握を行い、迅速な救助活
動を実現

実際のダム工事現場(三重県伊賀市)
での道路造成工事を模擬した作業に
おいて大容量・低遅延を活かして建機
の遠隔操縦と施工作業の管理を実現

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅲ-2>
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5G基地局 サーバ

〇心配な牛映像の切替
〇耳標よる位置特定5G端末

事務所牛舎

特定牛のところへ
獣医を案内

心配な牛を遠隔でモニタ

耳標
(4Kから抽

出)

4Kカメ
ラ

タブレッ
ト

－ 酪農・畜産業の高効率化
(北海道)

－ 軽種馬育成産業の支援
(北海道)

牛舎内の高精細カメラ映像を画
像認識し、耳標(牛の耳についた
標識)から識別番号を読み取り、

牛舎内で特定の牛の位置と個体
を識別し、牛の検査のための探
索時間が短縮を実現

厩舎内では軽種馬の歩様や
毛並み、トレーニングコースで
はドローンから軽種馬が走る
姿を高精細カメラで撮影し、軽
種馬の様子を確認

遠隔診察により獣医の負担軽
減や馬主向けサービス向上を
図り、馬主間口を拡大

映像確認

8Kカメラ 筋肉や毛並みを観察

5G基地局

8Kカメラ搭載
ドローン

【トレーニングコース】

5G基地局

【事務所】

・要観察馬や注目馬の見守り

4Kカメラx4合成

1頭をマルチアングル

【厩舎内の馬房】

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅳ-1>
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サーバ

・センサデータ集計
・4K映像とデータ合成
・配信

5G基地局 【ライブ配信（スタンド席）】選手:ウェラブルセンサ

観客:スティックバルーン
センサ

4Kカメ
ラ

選手の疲労
度

選手の活躍度 応援度

－ 選手・観客の一体感を演出
するスポーツ観戦(大阪府)
選手のウェラブルセンサや観客
のスティックバルーンセンサによ
る活躍度や応援度を可視化し、
高精細カメラの競技映像と合成
して、表示・配信することにより、
選手と観客の一体感を演出す
るスポーツ観戦を実現

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅳ-2>
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車車間の基地局経由通信 (V2N2V)
及び直接通信 (V2V Direct) により
以下の情報を伝送
・監視動画・センサー情報
・制御信号(速度、加速度、制動、操舵等)

BS

移動通信事業者
コアネットワーク

MEC 
Server

先頭車
（有人)

後続車
（無人)

後続車
（無人)

BBU

新東名高速道路等の
公道で実施予定

V2N2V
V2N2V

V2N2V

近隣空きスペース
（駐車場等）

放置車両 5G/4G
基地５局

5G/4G
Coreネット
ワーク装置

交通管制センター監視カメラ
放置車

両
監視

システ
ム

遠隔運
転

制御
システ

ム

遠隔運転制御
により移動

－ 被災時の避難誘導・交通制御遠隔
(北九州市)

－ トラック隊列走行、
車両の遠隔監視・遠隔操作
(静岡県/新東名高速他)

災害時等の放置車両有無を監視し、
放置車両を遠隔運転により移動し、
災害時の渋滞軽減を実現

後続車両周囲の映像をドライバーが
乗車する先頭車に配信し、容易な安
全確認を実現

隊列走行するトラックの車両間で車両
制御メッセージの低遅延かつ高信頼
伝送により、滑らかかつ高信頼な隊
列トラック間の電子連結を実現

災害地域をセンサ・カメラ
等で監視し、災害関連情報、
避難誘導経路を配信、及
び信号機の点滅制御によ
り適切な避難経路・場所に
誘導する

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅴ>
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適用事例
• 荷室の積載量をLiDARで解析しデータ

化することによって、輸送手段の共
有化の実現

積載情報

貨物状態・積荷情報

GPS & 加速度
から状態推定

大容量

小容量、多数
5G基地
局

LiDARで
空きスペース解析

適用事例
• ガスセンサーを搭載した建設機械の

遠隔操作で作業場の危険を検知

• 多数配置されたセンサーにより、
作業者、作業現場のモニタリングが
可能となり労働災害発生を未然に
防止

大容量

小容量・多数

小容量・多数・低遅延

5G基地局
建設機械遠隔操作

ガスセンサーウェアラブル型センサー

環境
センサー

人命に関わるセンサー

気温・CO2 等
－トンネル内における作業者の安全管理

(北海道)

－ 見える化による物流の
効率化(東京都)

災害・事故発生時を想定した建設機械
の遠隔操作によるトンネル内の安全確
認及び各種センサによるモニタリング
を実施し、トンネル内異常検出・警報
の同時実現

スマート物流を目指し、
LiDARによるトラック荷

室内の積載量解析、
GPS/加速度による荷物
の積載状態把握を実施

2019年度5G総合実証試験の計画<Ⅵ>






